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　これらの研修は、人事異動等でICT主管部門等に配属された職員には、重要
な機会となっている。しかし、本研究会のテーマである、都市自治体における
AIの活用を図るための研修としては、必ずしも充分な内容とは言えない状況で
ある。
　ICT分野において必要とされる人財の育成には、相当の期間や経験も必要で
あるが、経験を積んだ職員が異動等で担当を外れたときに、直ちにそのノウハ
ウを補完できる職員を充当できる自治体は少なく、多くの自治体では人財育成
の問題を抱えている。

（ 2）ICT人財の育成における課題
　これまでの議論を踏まえると、ICT人財の育成については、おおむね次のよ
うな課題が挙げられる。

①人財の育成が難しい
　ICTに関する広範囲で専門的な知識が必要となるため、その研修方法や到達
水準の評価が難しい。また、組織内に適切なトレーナーを確保しにくい。この
ため、人財の育成が困難である。

②時間がかかる
　ICTに関する知識だけでなく、経験も必要となることから、実務で活躍でき
る水準になるまで時間を要する。

③業務知識が必要
　ICTに関する知識等だけでなく、自治体の業務に関する知識を必要とするこ
とが多い。当該業務の経験がなければ、業務知識の獲得は難しい部分がある。

④組織横断的なプロジェクト管理力が必要
　AIを含むICT関連のプロジェクトを進めるためにはプロジェクト管理力が必
要となる。特に、ICT関連のプロジェクトは単一の部署に留まらない組織横断
型プロジェクトも多く、部署間の調整も含めた管理力が必要となる。
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⑤業務全体を見渡せるスキルが必要
　ICT人財には、情報システムの仕組みのみならず、そのシステムに紐づく業
務全体を見渡し、理解できる能力が必要不可欠である。ここでは、課税システ
ムを例に考えてみよう。
　個人市民税の課税システムについては、雇用者を対象とする特別徴収と個人
等を対象とする普通徴収で事務処理が大きく異なり、その事務処理の種類や根
拠となる法令・例規は多岐にわたる。例えば特別徴収の場合は特別徴収義務者
の台帳を整備し、各義務者ごとに個人住民税賦課対象者の内容の届出を受けて
記録し、給与支払報告書に基づき個人住民税の計算を行い、特別徴収義務者毎
に合算し、納期毎の納付額を記載した納付書と個人毎の課税通知書を送付する
という流れで事務が行われる。これらの事務は普通徴収の場合と大きく異なっ
ており、それぞれに根拠法令等の規定も異なる。しかし、課税システムにおい
ては特別徴収の場合と普通徴収の場合の両方のケースを処理できなければなら
ないため、システムの導入・運用には両方についての知識が必要になる。この
ように自治体の業務システムの導入・運用には業務全体、課税システム全体を
見渡せる人財が必要となるのである。業務担当部署においても全体を見渡せる
人財が不足している昨今、ICT主管部門でこのような人財を育成することは困
難な場合が多い。

⑥庁内のキャリア・パスが未整備
　ICT主管部門で育成された人財に関しては、自治体の人事管理部門が策定し
ているキャリア・パスに合致しない場合がある。専門的な人財に関してはこの
ような傾向が見られるが、当該職員のモチベーションを保つためにも、適切な
キャリア・パスを整備することが重要である。

⑦人事異動で知識と経験が生かされない
　ICT主管部門で育成された人財も、人事異動の対象となると、次の職場でICT
に関する知識や経験が生かされない場合がある。それまでの育成にかかった投
資（時間・費用など）が無駄にならないような配慮も、また重要である。
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⑧ノウハウの継承の難しさ
　ICT人財が習得したノウハウを次の世代に継承することは大変重要であるが、
なかなか難しい。いわゆるOJTの中で継承することにも限界があるほか、その
ための人員配置ができないなどのケースもある。また、ノウハウ継承のため研
修プログラムを作成するのが困難である、という点も大きく影響している。

　上記の課題、特に全体を見渡せる人財の育成等に関しては、自治体だけでな
く、大手のITベンダーでも大きな課題になっている。業務や制度、あるいはシ
ステムが複雑になり、大きくなればなるほど、一人が全体を見渡すのは困難に
なる。また、新規にシステムを構築する段階では、そのプロジェクト推進過程
で人財が育つが、一定の期間を経過した後に担当となる者にとっては、特定の
部分しか経験できず、全体像が見えなくなることが多い。いわゆる基幹系シス
テムと呼ばれる住民情報システムについては、大手のベンダーでもICT人財が
枯渇し、定年退職を迎えた人財を再雇用するなどの方法でようやく凌いでいる
現状であり、解決に向けた有効な方策について研究が必要である。

3 　ICT人財育成における都市自治体間連携の必要性

　ICT人財の育成にあたっては、都市自治体間の連携が有効であり重要性も増
している。本項では、実際の事例を取り上げながら、最近の状況について述べ
る。
　5章で述べたように、行政規模により共同化の取組みには差があるものの、基
幹系システムを中心に、自治体クラウド化が進み、自治体での業務とシステム
の標準化が進行している。そこでは従来とは違うレベルでの自治体間連携が欠
かせない状況となっている。今後も業務とシステムの標準化の推進には、都市
自治体間連携がますます重要となるだろう。
　そこでは人財の育成も共通課題となっており、特に小規模自治体においては、
ICT関係の業務を一人の職員が担当する、いわゆる「一人情シス」の状態となっ
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ているところも少なくない。これらの自治体では、担当者になる人財の育成が
大きな課題となっており、総務省の自治体戦略2040構想研究会報告書で提言さ
れている「圏域での連携」が必要な状況になっている。
　５章で述べた自治体クラウドの事例では個別団体での人財の確保が課題とさ
れ、人財の確保・育成に向けた取組みも行われている3。今後、AIの導入に関し
てもこれらの取組みが参考になると考えられる。
　また都市類型が近い自治体が都道府県域を超えて連携する遠隔型連携も研究
されており、AIを含む情報システムの導入・活用に関しても人財育成や共同利
用等の面で連携を行うことは有効性も高いことから検討が進められるべきであ
ると考える。

4 　‌�都市自治体職員及び事業者等の関係者間の
ネットワークの構築

　前節で述べた通り、自治体間連携の重要性が増している現在、都市自治体で
育成したICT人財同士の交流及び情報交換も必要不可欠になってくる。本節で
はそのあり方について例示する。

（ 1）AIを含む情報システムに関するデータの共有と活用
　例えば自己学習型AIなどのような、データを多く投入することで有用性を高
めるシステムでは、単独の自治体だけでなく多くの自治体のデータを投入する
ことで、より有効性を高めることが可能となる。
　このようなデータを共有・利用するシステムを自治体が共同利用することに
関しては、後から参加する自治体は労せずして学習結果を利用することが可能

３	  具体的な事例としては、神奈川県町村情報システム共同事業組合（法定一部事務組合）に
おける自治体クラウド化の取組みが挙げられる。詳細については、同組合のHP（http://
www.c2-kanagawa.jp/system/organization.html）を参照されたい。
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となるため、先行自治体からは不公平であるとの意見も出るようである。自治
体間の公平な負担と言う観点で、データの利用と共有、システムの共同利用の
スキーム、特に費用負担についての検討と整理が必要であろう。人財育成に関
してもそのような検討と体系の整理が必要になると思われる。

（ 2）知の共有による集合知の創造
　これまで都市自治体の職員間のコミュニケ―ションの場としては近隣の自治
体、あるいは都道府県域の説明会等が大半を占めていた。しかし近年では、イ
ンターネットやSNSを活用し、都道府県域を越えて都市自治体職員間でコミュ
ニケーションが図られるようになっている。
　例えば、以前から自治体改革などをテーマとした地方公務員のグループでの
活動があり、インターネットを利用してさらに活性化している例がある4。また、
FacebookなどのSNSを利用した情報交換・意見交換の場も作られており、自治
体関係者が参加し意見交換を行っている5。
　これらのコミュニティでは、メンバーによる質問と回答や意見交換、情報交
換が日常的に行われ、自治体職員にとって有効なニュースソースになっている
ほか、オフライン・ミーティングも行われるなど、関係性の強化や連携に資す
る存在となっている。特に自治体内で相談する相手がいない職員にとっては貴
重な機会となっている。なお、総務省の電子自治体や地域情報化などの情報化
政策がスタートして以来の職員・関係者間の紐帯があるからこそ、このような
形で自発的な連携・ネットワークが生まれていることを指摘しておきたい。
　このようなコミュニケーションの場を利用して自治体職員間で知の共有を行
うことで、AIの導入や活用に関しての集合知を創生することが可能である。物
理的な距離があっても行政規模が近い自治体間でのコミュニケーションは非常

４	 「地域に飛び出す公務員ネットワーク」では、約2,500名の公務員がメーリングリストを利
用し、所属や役職を超えて情報の共有や議論を行っている（一般財団法人　地域活性化セ
ンターHP（https://www.jcrd.jp/publications/network/、2019年 2 月27日確認））。

５	  Facebook上のコミュニティとして、「ICT《公共関係者限定》」（647人参加）、「【職員限定】
社会保障・税番号制度（マイナンバー）対応（自治体向け）」（1,282人参加）、「社会保障・
税番号制度（マイナンバー）対応に関わる人」（439人参加）、「オープンデータ活用！」（公
開　3,426人参加）がある（人数はいずれも2019年 2 月27日確認）。
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に有効であり、また、小規模自治体において「一人情シス」が孤立することも
回避できるであろう。
　さらには自治体間だけでなく、大学等の研究者や企業の専門家等も参画する
コミュニケーションの場を利用することで、有用な情報交換や共有を図ること
も可能となる。

5 　ICT人財の確保と育成に向けた提言

　今までの議論を踏まえ、ICT人材の確保と育成に関して以下提言を行う。

（ 1）試行錯誤的な実証実験での人財育成
　上述のとおり、ICT人財の育成と確保についての課題は様々である。これら
を解決するための取組みに関しては、試行錯誤的な実証実験も必要である。
　国等の実証実験では事業の成果と継続性を要求されることが多いが、様々な
失敗も含めた経験の蓄積による人財育成には重点が置かれておらず、そのこと
が先行実施しようとする自治体の意欲を低減させる結果となっている。
　大学等の研究機関とともに試行錯誤的に実証実験を行い、そこで得られた知
見を基に、より実用的な人財育成のノウハウを形成することは非常に有効であ
ろう。

（ 2）先行例での実証と検証が必要
　ICT人財育成に関しても情報システムの導入と同様に先行例での実証を行い、
その結果を検証することで、そこでのノウハウを人財育成に還元することも大
切である。
　また、ICT人財に必要な知識・経験等が団体内で整理できれば、それらを要
件としてICT人財の採用に活用することも可能であろう。このことはICT人財
の確保という観点からは重要であることに留意したい。
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（ 3）都市自治体間のICT人財の共有
　このような先行的実証実験の成果に基づき、都市自治体間で情報を共有し、標
準化して展開することで、より効率的にAI人財の育成と確保を行うことが可能
となり、さらには圏域での専門性の高い人財の確保と共有も可能となる。
　総務省の自治体戦略2040構想研究会報告書において示された内容とも合致す
る取組みであり、今後、積極的に進めることを提言したい。

6 　AI人財に求められる要素について

　これまで述べてきたことを整理しつつ、本節ではAI人財に求められる要素を
考えたい。
　AI人財とは、都市自治体においてAIを主体的に導入・活用することを可能と
する、以下の要素について知識と経験、能力を有する人財と定義する。

　（ 1）　行政分野の諸制度に精通していること
　（ 2）‌�　都市自治体でのICT利用の現状を理解し、関連する情報システムの構

築・運用等を経験していること
　（ 3）‌�　情報セキュリティ分野及び個人情報保護制度を理解するとともに関連

する法令も理解していること
　（ 4）‌�　AIの技術的・制度的・法務的要素とその特徴やコスト、効果の概要を

理解していること
　（ 5）‌�　AIの開発・導入・運用に関する民間事業者・大学・研究機関・市民

団体等と連携協働しAIを導入するプロジェクトと運用開始後のプロセ
スを適切に管理することが出来ること

　（ 6）‌�　AIの活用による都市自治体の業務とサービスにおけるイノベーショ
ンを企画・実行できること

　（ 7）‌�　基礎的教養として必要な数学及びデータ分析を含む統計学の学習と実
習、プログラミングの知識と経験、AIシステムの学習やプログラミング
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等の実習経験を有すること
　上記の（ １）から（ ６）はICT人財と共通する資質ではあるが、AI人財にも
求められる要素である。また、（ ７）のような数理的知識や専門知識経験も欠か
すことのできない要素である。
　このような多様な分野の知識・経験、さらには将来への洞察力を備えた人財
を育成・確保することは容易ではないが、今後の都市自治体の経営には欠かせ
ない人財として、注力して準備を進めるべきであろう。

※‌�本稿の執筆及び校正にあたっては地方公共団体情報システム機構の寺山ひかり氏

に多大なるご協力を頂いた。



自治体におけるAI導入時の留意点
―利用形態と予算科目―

地方公共団体情報システム機構理事　後藤　省二

第 9章
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はじめに

　都市自治体の情報システム開発や運用は、各自治体の職員による対応から民
間事業者等への業務委託等に大勢が変わっている。また、情報システムや機器
の利用方法も、それらを購入あるいは賃貸借により調達し自庁内に設置して利
用する形態（オンプレミス）から、外部のデータセンターに設置して利用する
形態へ、さらにはクラウド型の形態（サービスの利用のみの形態）や共同で利
用する形態へ変化しつつある。
　これらの利用形態の違いは、契約あるいは歳出予算における節の分類に関係
するだけでなく、情報システムで取り扱う個人情報及びデータの管理のあり方
にも相違がある場合がある。そのため、情報システムの利用形態が異なるとど
のような影響が生じるのか、充分な検討が必要である。
　AIの導入・活用にあたっては、情報システムがより複雑化・高度化しており
コストが高いことや共同利用による学習結果の共有により精度を高めることが
可能であることから、情報システムを共同利用する形態やクラウド型の形態で
利用するケースが増えるのではないかと考えられる。
　この章では、都市自治体におけるAIの導入を見据え、情報システムの利用形
態の差異を整理した上で、その利用形態の違いによって生まれる影響及び検討
すべき課題について整理する。

1 　自治体の情報システム利用形態の整理

　本節ではAIを含む情報システムの利用形態について述べる。
　自治体では、AIを含む情報システムの開発や運用を外部に委託する形態をと
り、専用のハードウェアを庁内または外部のデータセンターに設置して利用す
るケースが多い。
　ところが最近では情報システムを当該自治体の管理下に置かず、インター
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ネットやLGWAN上で提供されるシステムをサービスとして利用する形態
（ASPやSaaS 1など）が広がっている。例えば、インターネット上にデータファ
イルを置いて様々な場所から自由に利用したり、文書作成や表計算といったソ
フトウェアをインターネット経由で利用したりすることが広がっている。さら
には住民に関する住民登録や課税計算などの事務処理を行う情報システムを
ネットワーク上に置き共同利用する、いわゆる自治体クラウドの利用形態も広
がりつつある。これらの場合は事業者が設置・管理する情報システムを自治体
が利用すると位置付ける場合が多い。
　以上の利用形態の違いを以下の表に示した。

表 9 - 1 　情報システムの利用形態の違い

従来型の
情報システム

クラウドサービス 自治体クラウド

情報システム利用
形態

業務委託 サービス利用 サービス利用
（共同利用）

ハードウェア（機
器）及びソフト
ウェア

庁内または外部
データセンターに
設置・管理

サービス提供事業
者が設置・管理

サービス提供事
業者が設置・管
理

出典：地方公共団体情報システム機構　寺山ひかり氏が作成

1 	 ASP（Application Service Provider）とSaaS（Software as a Service）は、ともにネット
ワークを通じてアプリケーションやサービスを提供するものであり、地方公共団体がこれ
らのサービスを導入する場合において特に両者の差異を意識する必要はないものである。

	 出典：総務省 地方公共団体におけるASP･SaaS導入活用ガイドライン、http://www.
soumu.go.jp/main_content/000061022.pdf、2019年 3 月13日確認。
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2 　�‌情報システム利用形態の違いと支出予算
科目の関係

　AIを含む情報システムを導入する際、自治体では予算計上が必要になるが、
情報システムの利用形態により適切な支出予算科目が異なる可能性があるため、
どの予算科目に予算を計上するか充分な検討が必要である。
　情報システムの構築や情報処理の外部委託においては、委託契約として取り
扱い、歳出予算においても「委託料」で計上することが一般的である。
　一方で、都市自治体が自ら設置・管理する形態ではない情報システムの利用、
機能の利用（クラウドサービスの利用）に関しては契約形態や歳出予算の取扱
いの仕方を検討する必要がある。総務省が2010年 4 月に公表している「地方公
共団体におけるASP･SaaS導入活用ガイドライン（地方公共団体ASP･SaaS活用
推進会議　平成21年度報告書）」3（以下「総務省ガイドライン」という。）では、
この点について検討を行っている。総務省ガイドラインのパブリックコメント
の結果においては、「本ガイドライン第 7章は契約書のサンプルを示すものであ
り、ASP・SaaS事業者を地方公共団体が委託契約（及び再委託）を締結するこ
とを否定するものではないが、第 6章（6.4　ASP・SaaS導入の予算化）におい
て役務費での予算化を推奨していることから、本サンプルにおいては、再委託
に係る条項は設けないこととしています。」と回答している4ように、同ガイド
ラインではクラウドサービスを含むASPやSaaS等の利用について「委託を否定
しないが、原則はサービス利用」と整理していることを確認しておきたい。本
節では、この整理に基づき、クラウドサービス利用時の支出予算科目について
検討を行う。

2 	 地方公共団体ASP･SaaS活用推進会議　平成21年度報告書、総務省、http://www.soumu.
go.jp/main_content/000061022.pdf、2019年 3 月13日確認

3 	 意見募集結果（別添 2）、総務省、http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei�
07_000026.html、2019年 3 月13日確認
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（ 1）「役務費」「委託料」「使用料」の違い
　検討にあたり、本項では情報システム利用経費の支出時に用いる支出予算科
目の違いについて述べる。28節ある自治体の歳出科目のうち、情報システム利
用に関するものとしては「役務費」「委託料」「使用料」が考えられる。これら
は、以下のとおり整理されている4。

4 	（八訂）地方公共団体　歳入歳出科目解説、（月刊「地方財務」編集局　編　株式会社ぎょ
うせい、2016年 9 月

第12節　役務費
　地方公共団体が受けた人的なサービスの提供（より人的であることが純
粋であること）に対して支払われる経費。
通信運搬費
・�‌切手、はがき、後納郵便料、電報・電話・電話架設料、運送荷造料など
保管契約に基づき、相手方が該当物品等を自己の責任において保持し、
滅失、き損を防いだことに対して支払う経費
・�‌倉庫料、県有物品保管料、証券保管料等特定の個人等からサービスの提
供を受けたことに対して支払う経費
・�‌事務取扱手数料、鑑定・試験・検査手数料、証明手数料、送金手数料、
機器類の分解掃除サービス料等（収入印紙・収入証紙）
運用例 1　コンピュータ通信サービスの提供を受けるための経費は通信
運搬費として役務費から支出することが適切
運用例 2　インターネットにホームページを開設する際に接続業者に支
払う経費の支出科目
　プロバイダーは電気通信事業法に基づく通信事業者であり、プロバイ
ダーに支払う経費は通信サービスの提供を受けることを主体とする経費
にあたるので通信運搬費として役務費が適当である。
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　以上のとおり、役務費は人的サービスの提供を受けるもの、委託料は事務事
業について外部に委託して行わせるもの、使用料は賃貸借契約の対価として支
払われる経費と整理することとされている。

（ 2）歳出予算における情報システム利用の位置付けの検討
　前項の整理によれば、情報システムの機器やソフトウェアの利用経費は、歳
出予算の「使用料」で計上することとされている。
　ところが、総務省ガイドライン第 6章（6.4　ASP・SaaS導入の予算化）にお
いては、役務費での予算化が推奨されている。
　役務費は「純粋な人的サービス」に対して支払われる費用とされており、そ
こには人間が介在する作業を前提にしている。一般的に電話料は「通信役務の
提供の代価」として役務費とされているが、これは昔、電話をかける際、交換
手による接続を行っていたことから、そこに労働役務の提供があるとして役務
費に計上していたことによると考えられる。電話接続が完全に自動化されてい
る現在、電話料そのものを役務費で支出することが適切かどうかについても検
討する必要があると考える。ネットワークを接続する通信回線の利用に関して
も同様に役務費での計上について検討する必要があろう。
　また、総務省ガイドラインでは、ASP･SaaSの利用については、「ASP･SaaS
事業者のアプリケーションを自治体が利用することとなるため、これらの知的
財産権はASP･SaaS事業者に帰属することとなる点に留意が必要である。」とし

第13節　委託料
　事務事業に関して他の機関あるいは特定の者に委託して行わせるとき
にその対価として支払われる経費

第14節　使用料
　著作権等の権利の使用が含まれる。
運用例　ダウンロードして利用するソフト代の支出科目は第14節使用料
及び賃借料が適当と考える
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ている。ASP・SaaSの利用経費は役務費を推奨するとしながら、同システムの
利用は使用料で支出するべきと考えられる「事業者に帰属する知的財産権（著
作権）の利用」にあたると解釈しており、ここに矛盾が生じている。このよう
に、クラウドサービス利用経費を支出する際、どの歳出予算科目を支出元とす
ることが適切か否かという判断については、ガイドライン内でも解釈が分かれ
ているため、引き続き検討が必要であると考えられる。

3 　�‌情報システム利用形態の違いと個人情報・
データ管理主体、適用法令の違い

　本節では、情報システム利用形態の違いによる個人情報・データの管理主体
の違い、そしてそれに伴う適用法令の違いについて整理する。
　本節で論じる市民、自治体、クラウドサービス構築提供事業者、クラウドサー
ビス基盤提供事業者間の関係を図 9 - 1 に示した。図内の矢印は個人情報・デー
タのやり取りを示している。
　図中の「クラウドサービス構築提供事業者」は文字通りクラウドサービスと
して情報システムを構築提供している事業者であり、「クラウドサービス基盤提
供事業者」はクラウドサービスとして提供される情報システムが稼働するソフ
トウェア環境やハードウェア・ネットワークなどの基盤をクラウドサービス構
築提供事業者に提供する民間事業者を指している。
　なお、クラウドサービスの仕組みについては、「データの管理手法のみ提供す
る場合と管理自体を行う場合など色々なケースがある」「基盤提供事業者と機能
提供事業者が異なる場合がある」など、そのパターンは多岐にわたるため、全
てを図示することが困難であることから、概要として整理したことをご理解頂
きたい。
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図 9 - 1 　市民、自治体とサービス提供事業者の関係

出典：筆者作成

　自治体が個人情報の保有・管理を行う場合には、各自治体が定める個人情報
保護条例が適用され、データの保管や処理、目的外利用等の状況、外部委託の
場合の保護措置等の規定を遵守することが必要である。他方、民間事業者が個
人情報の保有・管理を行う場合には個人情報保護法が適用され、その規定によ
る適正管理が求められる。オンプレミス、または外部データセンターに機器を
設置しシステムを運用する場合は、個人情報を含むデータの物理的な保管場所
が決まっているため、データの管理主体は明確である。
　問題は、自治体がクラウドサービスを利用した場合である。クラウドサービ
ス利用時には、自治体とクラウドサービス提供事業者（クラウドサービス構築
提供事業者、クラウドサービス基盤提供事業者）のどちらが、個人情報を保有・
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管理していると言えるだろうか。クラウドサービス提供事業者は「データの保
管手段は提供するが管理主体ではない」とする場合が多いので、個人情報の保
有・管理主体を明確にする必要がある。
　さらに、クラウドサービスではグローバル化が進行し、データやシステムの
所在地が海外であると思われる事例も多くなっており、日本の国内法が適用さ
れるかどうか、などの点も検討する必要がある。例えば、クラウドサービス基
盤提供事業者であるアマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社は、日本の行
政機関向けには「データセンターは国内の特定地域リージョン内に設置する（た
だし分散保管のためデータセンターの特定はできない）」「国内法適用による運
用は約束する」というメニューを提供する意向とのことである。クラウドサー
ビスの利用にあたっては、このような点を確認することが必要となっている。

4 　情報システム利用時の責任の所在

　AIを含む情報システムの保有・利用形態の変化に伴い、業務処理における瑕
疵やシステム停止が発生した場合の責任分界点を明らかにしておく必要がある。
　通常、ソフトウェアの利用における責任については、利用者の責任に帰する、
あるいは開発者（著作権者）の責任を限定的に定義していることが一般的であ
る。また、クラウドサービスの提供では、データの保管、変更、利用はユーザ
（この場合、ユーザが自治体なのかデータ処理事業者なのか、市民なのか、は別
の議論が必要である）の責任において行うとしている事例が多い。AIを含む情
報システムの重要性が増し、社会インフラとして欠かせないものとなるにつれ
て、システムの停止や障害により生じる影響や損害などについて事前に評価し、
あらかじめ責任範囲と対処方策等についての想定や訓練も考慮することが重要
である。



166

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

5 　AIシステムの具体的事例での検討

　上述の整理と前提に従い、AIシステムの利用に関して、委託か利用か、個人
情報保護などの観点からどのような検討を行うべきか、具体的な事例を通して
考察する。

（ 1）事例 1　�‌AI-OCRによる個人住民税の課税資料の読み取りとシステムへ
の入力（図 9 - 1 　③のパターン）

　個人住民税の賦課業務に関して、給与支払報告書や申告書などの課税資料の
データ入力は、多くの場合紙資料を人手でデータ入力し、課税処理の元データ
としている。
　これらの課税資料をAIによる文字認識を組み合わせたOCRにより自動的に
データ化し、課税処理システムに入力することで、大幅な効率化を図ることが
可能となっている。
　AI機能を庁内に持ち込む、いわゆるオンプレミス型のシステム導入は費用が
高くなるため、単独自治体で導入することは費用対効果を発揮できない。この
ため、クラウド型AIシステムの利用が効果的であるが、これは個人情報処理の
外部委託に該当するか、を検討する。
　読み取りデータを一件毎にクラウド型AIで文字認識し、編集してデータ化し
て瞬時に自治体側に返して、自治体の課税システムで受け取って計算処理する
システムデザインの場合、そもそも個人情報の外部委託処理の要件である「一
定期間、データを外部に保管・記録しデータの処理加工を行うこと」に該当す
るか否かを考える。結論から言うと、この場合はデータの記録には該当しない
という考え方もできると思われる。この点は各自治体が定める個人情報保護条
例での外部委託処理の定義による部分が大きいが、検討を要する事項である。
データの処理に該当するとしても、その結果は瞬時に自治体に返され、AIクラ
ウド側に残らないのであれば、個人情報保護上、認めうる範囲として問題は無
いと考えることができるため、この点については検討すべきであろう。なお、そ
の際、厳格な保護措置を行うなどの条件を付すことは必要である。
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（ 2）事例 2　�‌AIによる戸籍届出の事務処理における処理手順・根拠等回答シ
ステム（図 9 - 1 　③のパターン）

　具体的な戸籍内容と質問をAIシステムに入力することで、適切な届出の処理
の選択と受理要件の確認、根拠を確認するシステムが検討・検証されているが、
氏名などを除く具体的な戸籍の内容を入力することで、システムに事例として
記録された場合、当該個人であることが推測される危険性はないか。推測され
る場合は、個人情報の外部処理委託に該当するか。また、この場合は「個人情
報」をAIサービス提供事業者が保管管理することになるが、個人情報保護条例
との関連はどうか。これらを検討する。
　個人情報は個人が特定されるものと定義されており、個人番号など数字だけ
でもその番号を利用して個人データが容易に特定されるものも含まれるとされ
ている。
　例えば「永住権のある35歳・離婚歴のある米国籍男性と35歳・離婚歴のある
日本人女性の婚姻に関して、必要な証明書は何か、確認事項は何か、待婚期間
の規定と根拠は何か」といった質問に対する回答を行うとする。これらの質問
と回答は記録され、次回の同様の質問への回答（FAQ）としても利用される。
この場合の課題のひとつは、この内容で個人が特定されるかどうか、という点
である。この事例では個人の特定に至らず、個人情報ではない、と判断しうる
ものと考えられる。では、国籍が米国ではなく、日本では非常に居住者が少な
い国の場合はどうか。その場合もこの情報だけで個人を特定するということは
困難であると思われ、個人情報と判断するには難しいと考える。ただし、当該
自治体名などの情報が加わることで個人が推定される可能性は否定できないこ
とには留意する必要がある。
　上記のAIシステムの利用は個人情報を含まない事務処理に関するAIシステ
ムと解することができるため、個人情報保護条例の規定に該当しないことから、
このシステムがクラウド型であることはただちに都市自治体のシステムの利用
を制限等するものではないと考える。なお、この事例は都市自治体の戸籍事務
職員を対象とするシステムであり、同じ知識ベースとデータを利用した市民向
けの戸籍手続きの相談支援システムとしてサービスを提供する場合は不適切な
利用がされないよう説明や表現などに慎重さが必要であろう。
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（ 3）事例 3　AI届出・相談支援システム（図 9 - 1 　①③のパターン）
　住民に関して、住民基本台帳や個人市民税課税台帳、国保資格者台帳など広
範囲な情報を記録・処理する基幹系システムのデータをもとに、福祉分野など
の各種申請・届出時にどのような申請・届出が必要か、どの福祉サービスが利
用できるかなどを本人だけではなく家族等の状況も考慮して判断するAI届出・
相談支援システムの実用化が想定されるが、これを利用することについて、ど
のような整理ができるか。
　この場合、特定個人の広範囲な個人情報（居住、世帯内親族、収入、資産、健
康情報、障害状況、要介護度などの情報）が記録されている基幹系システムが
クラウド型システムとして構築されているとする。このシステムのデータを利
用して、AIシステムにより、適切な届出の選択と案内、また利用できる福祉
サービスの例示列挙と申請の案内・説明が行えるシステムである。この場合は、
すでに基幹系システムが共同クラウド型システムとして稼働しているとすれば、
クラウド型システムで様々な個人情報が処理されている以上、この個人情報処
理は外部委託あるいはサービス利用として条例上の規定を満たして適切である
ことが認められていることになる。
　このデータを利用したAIシステムにおいても、個人情報は利用されるが、そ
れは基幹系システムに記録されているデータであり、届出に関する選択・説明
の支援としてAIシステムのアウトプットが利用される。それらの記録は基幹系
システムに記録されるのであり、AIシステム側では個人情報の記録を行わない
とすれば、条例に規定する個人情報の処理に該当するかどうか、が論点のひと
つとなる。
　一方、クラウド型システムでは当該自治体の外部でそのAIシステムが稼働す
ることから、そのシステムが稼働している間に処理される個人情報については
厳格・適切な管理が求められるため、本システムの利用にあたっては、一定の
条件を付した契約（委託契約または使用契約）を締結することが重要となる。
　この事例も、窓口での対応支援として職員が利用する場合と、市民が自律的に
AIシステムを利用して手続きを選択し申請・届出を行う場合で、情報管理主体
に違いはあるのか、など様々な視点での確認が必要であろう。
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（ 4）事例 4　相続に関する民間のAIシステムの利用（図 9 - 1 　②のパターン）
　市民が自ら自治体が保有する個人情報を取得し、民間企業が提供するAIシス
テムを利用して、親族の死亡に伴う相続を含む各種手続きをまとめて行うこと
が今後考えられるがその場合はどうか。
　この場合は市民が自分の個人情報を民間企業に提供した上で、支援サービス
を受けるものである。民間企業が個人情報を収集・利用することは当該本人が
承諾していることから、民間企業がこれらの個人情報を個人情報保護法に基づ
き適切に管理していれば、特に問題は無い。ただし、民間企業が取得した個人
情報を収集目的外に利用（販売等も含め他者への提供などの有無は重要）する
場合には必ず本人に説明し同意を得ることが必要となる。

おわりに

　最後に、AIを含む情報システムの機能を利用することについては、地方自治
法の歳出28節に規定する歳出として、委託料や使用料などの支出・契約の概念
を超える場合があることが懸念され、これらの民間技術やサービスを利用する
際に、それが「委託」契約なのか「使用・利用」契約なのか、あるいは「役務
の提供」なのか、またそれらの要件を満たしているかどうか、など慎重に判断
することが重要である。既存の規定の概念に収まらない事例については、規定
の変更も含めて考慮する必要があることを指摘しておきたい。
　なお、総務省の地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・
ロボティクスの活用に関する研究会（第 9回）5の事務局提出資料 ２において
も、「AI・ロボティクスの活用についてはインターネット上のサービスの利用
が考えられる」6とされている一方で、「セキュリティポリシーやセキュリティ

5 	 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研
究会（第 9回）事務局提出資料 2　p13、http://www.soumu.go.jp/main_content/000604626.
pdf、2019年 3月13日確認。

6 	 同上　P16
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基準との関係」の部分では、外部委託としての説明がされている7など、利用
や委託に関しては明確に整理されていない。今後の更なる検討と整理が必要で
ある。

※‌�本稿の執筆及び校正にあたっては地方公共団体情報システム機構の寺山ひかり氏

に多大なるご協力を頂いた。

7 	 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研
究会（第 9回）事務局提出資料 2　p13、http://www.soumu.go.jp/main_content/000604626.
pdf、2019年 3月13日確認。
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Ｑ．AI-OCRについて：クラウドシステムに結合せず、オンプレミスで
対応している自治体が多いようであるがそれはなぜか？
Ａ．多くの自治体の個人情報保護条例において、システム間の回線結
合禁止（あるいは制限）規定があり、それが原因である。例えば、荒
川区個人情報保護条例18条の規定において、「実施機関は、保有個人
情報を処理するため、その電子計算組織と区の機関以外のものの電
子計算組織との通信回線等による結合（以下「回線結合」という。）
を行ってはならない。ただし、当該回線結合が業務の執行上必要か
つ適切と認められ、保有個人情報についての必要な保護措置が講じ
られている場合で、実施機関があらかじめ審議会の意見を聴いて特
に必要があると認めたときはこの限りでない。」と定められている。
　以上の規定により、審議会の承認がない限りはクラウド等のシス
テムに接続して個人情報処理を行うことができず、現状のような状
況であると推測できる。これについては非常に時代遅れの規定であ
り、クラウドに対応できていないことが指摘されている。
　なお、一部の先進的な自治体は条例を改正し、これを見直しして
いる。

Ｑ．AI-OCRの利用は委託にあたるか？
　AI-OCRの事例でいうとこれは微妙な問題である。クラウド事業者
が中の個人データを取り扱わない場合は委託には当たらない1。他
方、中にある個人データを処理して、結果を帰す場合は明らかに委

AI×法律　（株）国際社会経済研究所
小泉主幹研究員に訊く

1 	 個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドラインQ&A」のQ5-33を参照のこ
と。
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託にあたると言うことになる。クラウドのIaaS2の場合には個人デー
タを単に預かっているだけなので委託に当たらないが、SaaS3の場
合は入力・編集・分析・出力といった処理を行っているので委託と
見なされる。

Ｑ．行政機関が、外国企業のクラウドサービスを利用して、個人情報
を含むデータの分析を行う場合に注意すべきことはあるか？
Ａ．Ａ社が自治体から委託を受けているという見方も出来るし、Ａ社
が独自に個人情報を利用しているという見方も出来るため、判断が
難しい。委託を受けているとしたら行政の情報と整理できるがＡ社
が一旦受け取った情報を本人同意のもとで提供しているという見方
もできて、その場合両者に権原があるように思う。今後は、こうし
た事例のように、どこまでが行政情報かの判断がつかなくなるケー
スが増えていくであろう。

Ｑ．例えば行政機関がふるさと納税においてＡ社のサイトを利用した
場合、その利用のために市民が入力した情報はどこまでが行政の情
報でどこからが移転情報になるのかの議論はあるか？
Ａ．外国企業が委託の範囲内でデータの分析を行うならばよいが、独
自の利用目的のために個人データの処理を行う場合には、第三者提
供に当たるため本人の同意を得る等一定の条件を満たす必要がある。
また、国外にデータがある限り、外国企業には日本の個人情報保護
法は適用されないため、何か侵害行為があった場合でも、個人情報
保護法で罰することはできない。
　なお、民間企業が外国企業のクラウドサービスを利用して個人

2 	「Infrastructure as a Service」の略でサーバーやストレージ、ネットワークな
どのハードウェアやインフラまでを提供するサービス。

3 	「Software as a Service」の略で従来はパッケージとして提供されていたアプ
リケーションを、インターネット上で利用する提供形態。



Column ❷

173

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

データ分析等を行う場合には個人情報保護法（2017年改正）24条の
規定により、「外国にある第三者への提供の制限」が適用される。

Ｑ．海外事業者と契約を結ぶ場合、通信の秘密との関係で問題になる
ことはあるか？
Ａ．プラットフォーマーが海外事業者の場合は、電気通信事業法の通
信の秘密を適用できないとの問題があり、総務省の研究会では法律
を改正すべきとの議論がなされている。例えば、従来Googleのメー
ルサービスには通信の秘密が適用されないとの解釈であったが、そ
れを改正する可能性がある。

Ｑ．情報の利活用に関して、行政の方と接していて感じることはある
か？
Ａ．行政・事業者で利活用の意識に特段の区別はないように感じる。
ただし、非識別加工情報については、自治体の条例改正に基づく活
用が全国的にほとんど進んでいない状況である。そもそもの問題と
して、非識別加工情報のユースケースが自治体に理解されていない
ようであり、それについての情報を発信していく必要があると感じ
ている。

Ｑ．データの収集において注意すべきことは何か？
Ａ．AIのアルゴリズムや学習用データにバイアスが含まれることによ
り誤った判断をしてしまうのをどう防ぐか：ボストン市は市民参加
型のアプリを開発し、GPS機能を用いることにより道路状態などの
情報をレポートできるようにしたが、運用後、低収入層のスマホ保有
率が低く、データに偏りがある事が判明した。また、米国でハリケー
ンが発生した際これに関するツイートが最も多く発せられた地域と
実際に被害が深刻だった地域が相違していた事例が知られている。
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　データの適切性、学習用データを入れるときに適切なサンプリン
グになっているか否か等についての研究はあまり進んでおらず、議
論が必要である。

Ｑ．今後行政のAI活用について問題になりそうなことは何か？
Ａ．プロファイリングの結果、既知の個人情報から要配慮個人情報な
ど本人の望まない個人情報が推測され、個人に紐づけられてしまう
可能性：米国のスーパーマーケットTarget社が、AIにより購買履歴
等から妊娠している可能性が高いと推測した顧客にベビー用品など
のクーポンを提供した事例や、Facebookの「いいね！」の履歴など
から、宗教、民族等を高い精度で判断可能になったなどの事例が知
られている。これらの状況から、今後AIで住民の要配慮個人情報を
推測するようなケースにおいて自治体で勝手に取り扱ってよいか否
かについての議論が必要になるであろう。ちなみに、GDPRではプ
ロファイリングによる推測データも（それに相当する場合には）セ
ンシティブデータとして保護しないといけないとの認識がある。



データ活用で変わる社会
―AI等の新技術の活用と行政サービス改革―

株式会社三菱総合研究所社会ICTイノベーション本部主席研究員　村上　文洋
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はじめに

　図10- 1 は1000年スパンでみた我が国の人口の推移と将来推計である。長いス
パンで見ると、現在、我が国が置かれている状況が、いかに異常かがわかる。江
戸幕府ができたときの日本の人口は約1,000万人。明治維新のときは約3,000万
人、その後、産業革命が始まり人口急増時代に入った。終戦のときには約7,000
万人。戦後の高度成長期にはベビーブームもあり、さらに人口が急増し、ピー
クは2004年の約 1億3,000万人となった。その後人口は減少局面になり、平成29
年の推計（中位）では、2050年には約 1億人、2100年には約6,000万人になると
予測されている。わずか100年の間に、ピーク時から約7,000万人も人口が減る
ことになる。

図10- 1 　長期スパンで見た我が国の人口推移（将来推計を含む）

出典：「国土の中期展望」中間とりまとめ概要」（平成23年 2 月、国土審議会政策部会
長期展望委員会）p.4
http://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf（閲覧日：2019年 3 月11日）
注：上記グラフは、平成18年12月の推計値だが、平成29年推計では、出生率が若干改
善したことなどから、2050年：10,192万人、2100年：5,972万人と、人口減少速度がや
や緩やかになっている。
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　短いスパンで見ても、2015年に日本の生産年齢（15～64歳）人口が約7,600万
人だったのに対し、2060年には約4,400万になる。3,000万人以上、働き手が減る
という推計である。我々はこうした状況に置かれているということを、認識す
る必要がある。

1 　人口減少と出生率

　人口減少を食い止めるためには、出生率を上げるしか方法はない。我が国の
出生率は、戦後すぐは4.0人以上であったが、高度成長期に急激に低下し、1973
年には当時、人口の維持に必要とされていた2.14人を下回った（現在は医療技
術の進歩などにより2.07人）。その後も低下を続け、2005年には1.26人まで下がっ
た。その後は少子化対策などの効果も出始め、今では1.45人まで持ち直してい
るが、それでも人口維持に必要な2.07人を大きく下回っている。

図10- 2 　短いスパンで見た我が国の人口推移（将来推計を含む）

出典：「平成28年版　情報通信白書」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111110.html
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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　海外を見てみると、フランスでは一時期出生率がかなり低下したが、最近で
は1.92人まで回復した。フランスは出生率向上のために様々な取組みを行って
おり、我が国にとっても参考になる施策も多い。例えばフランスでは、婚外子
でも嫡出子と全く同じ行政サービスを受けることができる。自治体によっては、
出産に伴う行政手続きをすべて病院が行ってくれて、退院して自宅に戻ると、自
治体から出産を祝うメッセージカードや、出産直後に必要となるミルク、ベビー
バスなどの贈り物を届けてくれるところもある。
　日本という国を存続させるためには、あらゆる少子化対策を総動員して、人
口減少を食い止めなければならない。しかし、仮に出生率が2.07まで回復した
としても、人口はすぐには増えない。なぜならば、出産適齢期の女性の数自体
が減っているからである。人口減少が食い止められ、人口が横ばい、または微
増に転じるまでには、30年か50年、ひょっとしたら100年かかるかもしれない。
　ではどうすればいいか。近年、AIやIoTなどの新しい技術が、実用可能なレ

図10- 3 　我が国の合計特殊出生率の推移

出典：内閣府webページ
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/shusshou.html
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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ベルまで来ている。このような使える技術を総動員して、日本全体の生産性を
飛躍的に向上させ、日本が滅亡するまでの時間を少しでも先延ばしにし、その
間に少子化対策の効果を発現させる必要がある。
　AIやIoTなどの新しい技術について、「面白そうだから使ってみよう」という
考え方も間違いではないが、日本はもっと切迫した状態にあり、とにかく使え
る技術は何でも使って「時間を稼ぐ」ことが重要である。

２ 　データは新しい石油である

　2011年の世界経済フォーラムで「データは新しい石油である」という言葉が
使われた。石油は採掘しただけでは使い物にならない。精製してガソリンにし

図10- 4 　主要各国の合計特殊出生率

出典：「平成29年版　少子化社会対策白書」p.27-28をもと
に作成
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/
measures/w-2017/29pdfhonpen/pdf/s1-5.pdf
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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たり、灯油にしたりして初めて貴重なエネルギー資源になる。データについて
も全く同じで、例えば紙の状態であったり、フォーマットがバラバラであった
りしたら全く使い物にならない。しかし、デジタル化してきちんと使える形に
整理できれば、これまで使われてこなかった（埋もれていた）貴重な資源にな
るものである。

３ 　データの活用と行政サービス改革

　それでは、データを活用するとどのように行政サービスは変えられるであろ
うか。キーワードは、「予測・予防」、「マスから個」、「民間サービスの活用」の
3つ。各々のキーワードに関連する事例をご紹介する。

図10- 5 　犯罪予測サービス「pledpol」

出典：pledpol�webサイト
https://www.predpol.com/law-enforcement/（閲覧日：2019年 3 月11日）
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（ 1）「予測予防」
　 １つ目は、「pledpol」という犯罪予測サービスである。アメリカの 2人の地
震予知学者が、地震の発生予測のアルゴリズムが、犯罪の発生予測にも使える
のではないかという点に着目して開発されたサービスである。過去 7年分（現
在は10年分）の犯罪データなどを使って、今日この後どこでどのような犯罪が
起きるかを予測し、そこを重点的にパトロールすることで犯罪を減らしている
例である。
　現在アメリカの多くの警察で使われ始めており、
アジアやヨーロッパなどでも同様のサービスが使
われ始めている。日本でも京都府警が 2年前から
似たようなサービスを導入しており、2018年度か
らは、神奈川県警や警視庁も検討に着手した。
　 ２つ目は、ニューヨーク市が取り組んでいる火
災発生予測の例である。これまでニューヨーク市
では、建物の防火点検をブロック（街区）単位で
行っていた。それを、建物ごとの築年数、構造、延
べ床面積、消火設備の状況、居住者の年収、人種
といった様々なデータをもとに、「どの建物の火災
発生リスクが高いか」を予測し、リスクが高い建
物を重点的に点検することで、重大な火災発生を
減らした。
　 ３つ目は、「enevo」というフィンランドのゴミ
収集サービスである。街なかにある収集用のゴミ
箱に、ゴミの量を測るセンサーと通信機器、10年
間持つ電池が付けられている。これでゴミの量を
計測してデータを収集するのだが、このサービス
がユニークなのは、測定したゴミの量のデータに
加えて、過去のゴミの増え方、天気や気温、季節
や曜日、周辺のイベント情報などを使って、どの
ゴミ箱がいついっぱいになるのかを予測する点で

図10- 6 　ゴミ収集サー
ビス「enevo」

出典：emevo webサイト
https://www.enevo.com/
blog/what-you-need-to-know-
abou t - t h e - g a rbageman -
shortage-177
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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ある。この予測結果をもとに、毎日、ゴミ収集車のルートを最適なものにする。
作業員はゴミ収集車のカーナビに表示されるその日の収集ルートに従ってゴミ
を回収する。これにより、ゴミ収集作業が効率化され、ゴミ収集車が排出する
CO 2 も削減できる。何よりも、ゴミ箱からゴミが溢れることがないので、衛生
面、景観面でも優れている。これまでのゴミ収集車は、毎日決まったルートを
回るというのが普通であったが、これからはゴミの量を予測してそれに合わせ
てルートを変えるのが当たり前の時代になる。

（ 2）「マスから個」
　「マス」とは「大勢、大衆」、「個」は「個人」を意味する。
　事例の １つ目は、アメリカの自動車保険「PROGRESSIVE」というサービス
である。これまでの損害保険や生命保険などは、過去の統計データをもとに、例
えば「20代は交通事故が多いから保険料を高くする」、「50代は事故が少ないか
ら保険料を安くする」のようにして商品開発を行ってきた。しかし、20代の中
にも安全運転する人がいる一方で、50代でも危険な運転をする人がいる。
　ある装置を車に取り付けると、その車がいつどこを時速何キロで走って、ど
こでアクセルを踏んでどこでブレーキを踏んだかがすべてわかる。そのデータ
をもとに、 1台 1台の車について安全運転かどうかを判断して、安全運転の車

図10- 7 　自動車保険「PROGRESSIVE」

出典：Progressive webサイト
https://www.progressive.com/auto/（閲覧日：2019年 3 月11日）
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は保険料を安くするという仕組みで
ある。似たようなサービスは、日本
の保険会社でも始めている。
　続いて、医療費を削減（適正化）
するために、ジェネリック医薬品（後
発医薬品）を使用してもらうための
取組みを紹介する。広島県呉市が最
初に取組み、現在では全国で1,000以
上の自治体で行われているものであ
る。ジェネリック医薬品とは特許が
切れた医薬品について、同じ成分の
ものを他の製薬会社が作って販売す
るものである。医療費の削減効果が
見込めるので、厚生労働省もジェネ
リック医薬品の使用を推進している
が、薬局などにポスターを貼って周
知しても、ほとんど効果がない。そ

図10- 8 　呉市の取組み

出典：呉市におけるジェネリック医薬品使用の取組（厚生労
働省）p.174
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/
dl/03_10.pdf（閲覧日：2019年 3 月11日）

図10- 9 　ジェネリック医薬品切り替
え促進通知の例

出典：クボタ健康保険組合webサイト
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/
topics/generic/sample.pdf
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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図10-10　糖尿病の重病化予防の取組（石川県能美市）

出典：糖尿病の重症化予防の取り組み（石川県能美市役所健康推進課　川本
素子）p.16、28
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsu�
kan/0000073206.pdf
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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こで呉市では、市が持っているレセプト（医療診療報酬）情報を利用して、 1
人 1人の住民に「あなたの使っているこの薬品は、こちらのジェネリック医薬
品と同じような効き目があります。切り替えると、あなたはいくら医療費が安
くなります。市もこれだけ医療費を節約できます。」といった内容の文書を郵送
した。呉市ではこの取組みにより、当初年間約 1億円、最近では年間約 2～ 3
億円、医療費を節約できている。
　最後に石川県能美市における糖尿病の重症化予防の取組事例を紹介する。糖
尿病は重症化すると人工透析が必要になり、その後はほぼ一生、人工透析を続
けないといけない。人工透析には一人当たり年間約600万円が必要であり、ほぼ
100％が公費負担となる。従って、何とか人工透析になる前に防ぐ必要があるが、
「みなさん、生活習慣病に気を付けましょう」と言っても、なかなか効果がない。
そこで能美市では、健診結果をもとに対象者のグルーピングを行い、グループ
Aにはこういう指導、グループBにはこういう指導というように、グループごと
に異なる指導を行った。最終的には、患者 1人 1人の台帳を作成して管理する
ことで、重症化を防ぐという取組を行っている。

（ 3）民間サービスの活用	
　次に「民間サービスの活用」である。
　 １つ目の事例は、現在800万人以上が利用している家計簿アプリ「Zaim」で
ある。コンビニやスーパーで買い物したレシートをスマホで撮ると、いつ、何
を、いくらで買ったか自動で取り込んでくれる。銀行やクレジットカード会社
とも繋がっていて、引き落としやクレジットカードの支払いについても自動で
集計できる。
　Zaimはここに、自治体の給付金や税金控除の情報を掲載した。Zaimには、住
所や家族構成、子供の年齢、世帯収入なども入っているので、これらの情報を
もとに、「あなたの住んでいる自治体で、あなたのお子さんの年齢で、あなたの
世帯所得だと、この給付金がもらえるかもしれませんよ」とZaimが教えてくれ
る。
　最近、スマホが普及したことで、スマホに対応できていない自治体のwebサ
イトはどんどん見られなくなってきている。自治体のwebサイトに情報が載っ
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ていても、必ずしも必要とする人に届いているとは限らない。そこで、毎日使
う民間のサービスに自治体の情報を載せてもらうことで、必要とする人に必要
な情報を届けることができるようになる。
　次に紹介するのは、アメリカの「Yelp」というサービスでの事例である。Yelp
は、日本の食べログやぐるなびに似たサービスである。サンフランシスコ市で
は、保健所が定期的に飲食店の衛生検査を行っているが、その検査結果を、市
からYelpに依頼して、掲載した。保健所のwebサイトに、この検査結果を載せ
ても、見る人はほとんどいないだろう。しかし、お店を探すときに利用するYelp
のようなサービスに、衛生検査結果を載せることで、この店は安心だとか、こ
のお店はちょっと衛生的に心配だということがわかるようになる。広く利用さ
れている民間サービスに、行政が保有する情報を載せることで、より多くの人
に活用してもらえる例である。
　これらの民間サービスの活用事例から私が伝えたいのは、もう「自前主義」
はやめましょうということ。行政機関は、サービスやシステムを自分でつくり

図10-11　家計簿アプリ「Zaim」

出典：Zaim webサイト
https://content.zaim.net/manuals/show/17
（閲覧日：2019年 3 月11日）
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たがる傾向にある。しかし、全国の自治体が同じようなサービスやシステムを
それぞれ作るのは、大きな無駄である。広く普及している民間サービスをうま
く活用したほうがいい。
　行政は自分でサービスやシステムをつくらなくてもよいのでコストが削減出
来る。住民は役所の使いにくいサービスよりも、便利で使い慣れた民間サービ
スから行政サービスも利用できりようになる。民間企業にとっても、行政サー
ビスまで扱うことでビジネスチャンスが広がる。まさにいいことずくめと言っ
てもいいだろう。

（ 4）デジタル化にあわせて制度や行政サービスを抜本的に見直す
　ICTを使うときの一番のポイントは、「既存の制度のままICTを活用しない」
ということである。デジタル化に合わせて制度や行政サービスを抜本的に見直
す必要がある。キーワードは「サービスデザイン」。サービスデザインとは、ユー
ザーの立場に立ってサービスを考えるということを意味する。
　2016年12月、日本のメーカーがコンビニで無人レジの実験を行った。商品に
ICタグが付いていて、レジに持ってくると合計金額を自動で計算してくれる。

図10-12　自前主義からの脱却

出典：三菱総合研究所
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タッチパネルで支払方法を選んで、現金なら現金、カードならカードで支払い、
最後にレジ袋に自動で詰めてくれる。技術的には結構高度なことをやっている。
　ちょうど同じ頃、Amazonが「Amazon Go」というサービスの実験店舗の様
子をYouTubeで公開した。これについてはご存知の方も多いだろう。店内に入
る際にゲートでQRコードのようなものをかざして本人を確認する。あとは欲し
い商品を棚からとってゲートを出るだけである。レジはないし、現金の支払い
も不要である。店内の天井に130台ぐらいカメラが設置されていて、人の動きや
手に取った商品を認識する。棚には重量センサーが組み込まれており、いくつ
商品を取ったかがわかりるようになっている。会計はAmazonで買物する時と
同じようにクレジットカードで支払う。2018年 1 月に実店舗がシアトルにオー
プンし、全米に拡大している。
　Amazon Goと無人レジの違いは何であろうか。無人レジは人手不足を解消す
るためのものである。利用者はレジに並ばないといけないし、お金も支払う必
要がある。お店側の視点で考えられたサービスだといえる。一方、Amazon Go
は、「レジに並ばせない（レジをなくす）」「現金支払不要」という利用者の利便
性や新しい体験を、明確なコンセプトとして掲げている。まさに利用者視点の
サービス開発である。しかもAmazon Goの場合、万引きがなくなる、膨大な
マーケティングデータが取れるといったような、店側のメリットも大きい。
　これまでの我が国の電子行政は、手続きを電子化することばかりを考え、手
続きをなくすことを考えていなかった。これからは、レジを電子化するのでは
なく、Amazon Goのように、レジそのものをなくす、これまでまったくなかっ
たサービスを提供するという発想で考える必要があるのである。

おわりに　‌�「AI vs 人」ではなく「AIを使う人 vs AI
を使わない人」

　よく「AIが人の仕事を奪う」と言われているが、私は「AIを使う人や組織」
が「AIを使わない人や組織」に勝つのだと考えている。かつて、自動車が普及
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し始めた時、馬車の組合が猛反発したが、最終的には自動車に淘汰され、そし
て新たな産業が生まれた。AIについても同様のことが今後、起こると予想して
いる。私たちはこのような新しい技術を有効に活用して、我が国の課題解決を
図っていく必要があるのである。

※‌�本稿は2018年 7 月31日に実施された、第 2回都市自治体における人工知能の
利活用のあり方に関する研究会で講演頂いた内容に、事務局で加筆・修正を
加えて作成したものである。
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─千葉市・港区・北区・豊橋市・泉大津市
　へのヒアリング調査をもとに─

日本都市センター研究員　早坂　健一

Copyright 2019 � e Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



192

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

１ 　道路損傷の自動抽出システム·
　─千葉県千葉市の取組み─

はじめに

　千葉市は、東京大学が国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）からの
研究委託を受けて実施している「次世代ちばレポ“MyCityReport”実証実験」に
他の自治体や民間事業者とともに参画した。
　これは、千葉市が現在、運用している「ちば市民協働レポート（以下、ちば
レポという）」と同等のシステムを全国の自治体で利用できるようにするととも
に、車載カメラで撮影した画像から、AIを用いて路面の損傷程度を自動分類す
る新機能の開発を目指すものである1。

１ 　ちばレポについて

　AIを用いた道路損傷判定の実証実験の説明に入る前に、その前提となるちば
レポについて説明する。
　ちばレポとは、千葉市内で起きている課題（例：道路が損傷している、公園
の遊具が壊れている等）について、市民がスマートフォン等を活用し市にレポー
トする取組みであり、市民と市役所（行政）、市民と市民の間で、それらの情報
を共有し、課題解決を図っていくものである2。レポートの状況及び市の対応状

1 	 2017年 1 月29日　千葉市記者会見の資料を参照：http://www.city.chiba.jp/somu/
shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/160119-03-01.pdf
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況などをホームページ上で確認することが可能であり、また、市民にとっても
地域の課題を気軽に市役所へ伝えることが出来るツールである。

図11- 1 - 1 　ちばレポのしくみ

出典：千葉市提供

図11- 1 - 2 　ちばレポ利用画面

出典：千葉市提供

2 � 千葉市HPを参照：https://chibarepo.secure.force.com/CBC_VF_WebBasicPhilosophy
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２ 　�「次世代ちばレポ“MyCityReport”」�
実証実験について

（ １）実証実験に至るまでの背景
　先述したちばレポを運用し、一定の年数が経過したころ、東京大学生産技術
研究所より千葉市に実証実験の打診があった。具体的には、千葉市がちばレポ
の運用により蓄積した膨大な道路路面写真のデータをAIに解析させれば、道路
損傷の程度、補修が必要か否かなどを自動で判定できる可能性があるという内
容であった。この打診を受けて、千葉市としても道路の損傷の程度が自動で判
別できれば業務の効率化に繋がる見込みがあるなどの理由より、東京大学の提
案を受諾し実証実験開始に至った。

（ ２）システムの概要
　システムの概要は図11- 1 - 3 の通りである。実際にAIを活用するのは図の④

図11- 1 - 3 　システムの概要

出典：千葉市HP「次世代ちばレポ“MyCityReport”実証実験に関
する共同記者会見」（2017年 1 月19日）：http://www.city.chiba.jp/
somu/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/160119-03-02.pdf

自動
抽出
・送
信
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の部分となる。以下④にあたるAI活用の流れについて説明する。
　実際の流れについてであるが、まずは、スマートフォンカメラで撮影した動
画像をスマートフォン上で処理し、道路の異常を検出する。その際、スマート
フォンのアプリは損傷の状態について、「①損傷なし」「②損傷あり」の分類を
行い、損傷を検出したものだけが、外部サーバーに送信される（図11- 1 - 4 左
上）。
　次に、検出された損傷を含む画像を外部サーバーに蓄積する。この際、画像
に含まれる位置情報から道路統計情報を抽出・付与する（図11- 1 - 4 右上）。
　続いて、スマートフォンが提示した異常箇所を行政の道路管理者が確認する。
スマートフォンによる判定が間違っている場合は訂正する（図11- 1 - 4 右下）。
　最後に、道路管理者によって確認・訂正された異常箇所の画像を教師データ
として学習させさらに精度向上を図る。
　上記の4つのパートを日々繰り返し、道路管理者の知識・経験と、ディープ
ラーニングの技術を組み合わせることで道路損傷判定の精度を高めていくこと
が可能になるのである。

図11- 1 - 4 　「IoT・機械学習を用いた道路舗装損傷の自動抽出」概念図

出典：千葉市HP「次世代ちばレポ“MyCityReport”実証実験に関する共同記者会見」（2017年
1 月19日）



196

Copyright 2019 � e Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

（ 3）「次世代ちばレポ“MyCityReport”」の特徴
　ところで、道路路面の損傷判定を、このように画像処理技術を用いて判断す
る試みは特段真新しいものではなく、むしろ数多く存在しているものである。し
かし、多くの試みは性能の高い非常に高価なカメラを用いて実施していたもの
であり、コストが掛かりすぎることが導入の障壁となっていた。一方で、この
システムでは、広く普及しているスマートフォンのみを用いて、スマートフォ
ン上で損傷検出の処理をしているため、安価で手軽に実装できることがポイン
トである。
　実際の使用方法についてであるが、車のダッシュボードにスマートフォンを
設置することが想定されている。このように設置することで前方約10m程度の
路面をスマートフォンカメラでとらえることが出来る。現時点では、1フレーム
の道路画像を処理し、損傷の有無を判定するのに1.2秒程度要するが、時速40㎞
で自動車が走行していたと仮定すると、1秒当たり12m進行することになるの
で、走行中であっても、現在の処理速度でほぼすべての道路路面を網羅的に処
理することが可能である。

図11- 1 - 5 　スマートフォンの設置例

出典：関本義秀「人工知能の活用した道路補修業務の効率化の取
組みについて」都市とガバナンス28号（2017年）74頁
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（ 4）成果と課題
　日本ではインフラ維持管理における財源不足や専門家不足が深刻化しつつあ
る。本フレームワークは専門家でなくとも簡単に運用することができ、データ
収集に必要な機器はスマートフォンのみであるので、本フレームワークを活用
することにより日本のインフラ維持管理を取り巻く厳しい状況を打破できる可
能性がある。
　なお、現時点では、モデルの精度に改善の余地があり3、AIが下した判断に対
して、人間のチェックが必要であることから、業務削減効果は限定的である。他
方で、人間が判断する際にAIの判断も参考に出来る可能性があり、かつAIの判
断と自分の判断が不一致だったとしても、なぜそのようになったかについて検
討することでより判断の精度を高める効果もあるだろう。

3 　類似の取組み事例

　道路の損傷具合をAIで判定する取組みは、官民問わず様々な団体においても
されている。
　例えば、新潟市に本社のある道路舗装工事会社である福田道路株式会社は、
AIによって低費用で効率的に舗装道路の点検が出来るシステムの運用を始め
た4。市販のビデオカメラを自動車のフロントガラスに取り付け、路面を撮影し
た動画（時速70㎞以下）をディープラーニングを搭載したシステムで解析する
ことにより、ひび割れの比率、わだち掘れの深さを評価することが可能だとい
う。他にも、品川区において、パトロール車輌に搭載したカメラで撮影した画
像データをAIで解析し、ひび割れを検知することにより、補修工事などの迅速
化、省力化を図る取組みを始めるとの発表がなされた5。また、つくば市におい

３	  誤判定となってしまったものの要因としては、同じ千葉市内であっても土木事務所ごとに
地域性や予算の違いから修繕の必要性に関する判断基準に違いがあることから、モデルの
精度が下がってしまったことであると東京大学は分析している。

４	  産経デジタル2019/2/9「新潟発　舗装道路の損傷をAIで判定　点検コストを大幅削減」
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ても、ちばレポと同種の取組みに関する実証実験が開始されている。
　「第三次人工知能ブームでAIは目を獲得した」と表現されることもあるよう
に、画像認識はAIが得意とする分野の一つであることから、今後もAIを用いた
画像処理によるインフラ維持管理の取組みは広がりを見せていくことであろう。

おわりに

　道路の修繕には大きく分けて2種類ある。一つはごく狭い地点を対象として修
繕するものであり、もう一つは広いエリアをまとめて舗装するものである。あ
る地点のみが傷んでいる場合はその部分のみを直せばいいが、全体的に損傷が
ある場合はまとめて直した方が費用は安くなるであろう。どちらの方法による
修繕が安く済むかについては、人間では容易に判断がつかないケースが多いこ
とから、いずれはAIに分析が出来るようになって欲しいと千葉市の担当者は話
す。また、今回はあくまで道路の画像から修繕の必要性を判別する取組みであ
るが、修繕の判断は、道路の状態だけでなく、交通量、立地など周辺環境にも
左右されるものであることから、これらを加味した判断が可能になれば、より
実用的になるであろう。
　今回の実証実験では、認識対象として道路（区画線・横断歩道標示のかすれ
を含む）を扱ったが、今後は、ガードレールの損傷、交通標識の損傷・曲がり、
路上まで伸びた街路樹なども認識可能となれば、活用範囲の視野がより広がり、
有益であると思われる。さらに、認識率の向上により、修繕が不要な軽度な損
傷に対しては、ちばレポのアプリからの送信を自動的に抑制できるようにする
ことで、レポーター、職員双方の負担軽減につながることが期待されている。
　さらに、専門家がいない自治体では、他自治体の専門家によって判定された
画像で学習した損傷判定モデルを使うことで専門家不足を乗り切ることや、逆
に専門家が十分にいる自治体では、自治体ごとに教師データを作成し自治体特

５	  日刊建設工業新聞2019/2/6「東京・品川区/道路点検にAI技術活用/10月から本活稼働、補
修を迅速・省力化」
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有のモデルを作成することも有益である。例えば、積雪地帯では雪解けの時期
に道路路面の損傷が増加傾向になる、予算規模の大きな自治体では軽微な損傷
も修繕するなど、地域によってインフラの状態や維持管理の基準は大きく異な
る。自治体ごとの損傷判定モデルを作成すれば、よりきめ細かな対応をしてい
くことが可能になるだろう。
　以上のように、AIによる画像の判断の取組みは、自治体業務を大きく変える
可能性を秘めたものであると言える。
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2 　AI－OCRを用いた申請書のテキスト変換
─東京都港区の取組み─

はじめに

　AIの活用が社会的に広まりつつある中、港区では2018年度を「港区AI元年」
として、「区民サービス向上」と「働きやすい職場づくり」の実現に向け、AI
等のICTを積極的に業務に活用することで職員の業務負担を軽減し、それに
よって生み出された時間をよりきめ細やかな区民サービスの提供に充てられる
ようになることを目指している。その一環として、全庁規模で、AI、RPAが業
務に適用可能かどうかの調査を実施するとともに、以下の取組みを進めること
となった。
①：多言語AIチャットボットによる外国人向け情報発信
②：AIによる議事録自動作成支援ツールの導入
③：‌�産前産後家事・育児支援サービスの利用登録処理など複数の業務への

RPAの本格導入
④：AI-OCRを用いたコミュニティバス乗車券手書き申請書のテキスト変換
⑤：保育施設入所AIマッチング実証実験
⑥：AIを活用した港区ホームページ自動翻訳実証実験
　このように、港区ではAI等の活用について様々な取組みを展開しているが、
本稿では上記のうち④「AI-OCRを用いたコミュニティバス乗車券手書き申請
書のテキスト変換」について調査を実施したものをまとめた。
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1 　「紙の申請書」の問題

　自治体の業務においては、住民からの申請を手書きの申請書で受け付けてい
る部署が多い。紙で受領した申請書の内容をシステムに入力する作業に、膨大
な時間を費やしている部署も少なくないであろう。このような課題を解決する
手段として、真っ先に思いつくのが紙の申請書の電子化ではないだろうか。事
実、一部業務にマイナポータルを用いた電子申請システムを導入している自治
体も既に存在する。しかし、マイナンバーカードの普及率が10％台という現状
においては、電子申請が普及し、これらに要している業務が効率化するまでに
は、まだ一定の時間を要するであろう。
　こうした状況の下、申請書の処理業務の効率化について、近年注目を浴びて
いるのが、AI-OCRを用いた申請書の読み取りシステムである。

2 　AI-OCRとOCRとの違い

　OCR（Optical Character Recognition/Reader、オーシーアール、光学的文字
認識）とは、紙に手書きまたは印刷された文字を、イメージスキャナやデジタ
ルカメラによって読み取り、コンピュータが利用できるデジタルの文字コード
に変換する技術である。
　実は、AIを用いない通常のOCRであっても、手書き文字の読み取りは可能で
あり、郵便番号の読み取りなどで以前から活用されてきた。しかしながら、AI
を用いない通常のOCRでは、事前にインプットされたルールから逸脱したもの
については読み取ることが出来ず、文字と文字のつなぎ目や切れ目を判断する
ことも事実上不可能であった。要するに、かなり限定された条件下でなければ
読み取りは出来なかったのである。
　このような課題があった文書の読み取りであったが、OCRにAIを導入するこ
とにより、認識率が格段に向上したほか、従来のOCRでは判別が出来なかった
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想定外の文字に対しても対応が可能になり、厳格な入力フォーマットが不要に
なったことから、近年多くの団体で導入が進められるまでに至っている。

３ 　港区の取組み

　港区では、2018年9月から港区コミュニティバス乗車券の申請業務において
AI-OCRを導入した。具体的には、申請者から受領した手書きの申請書を画像
データ化ののちAI-OCRに処理させることで、テキストデータに変換するもの
である（図11- 2 - 1 ）。読み取り項目は、申請書の内容のうち、3情報と言われ
る、「氏名」、「生年月日」、「住所」をはじめ、「フリガナ」、「受付区分」、「乗車
券番号」、「有効期限」、「受付部署」であり、3情報をシステムと照合して申請者
を特定している。照合の結果、申請者を1人に特定できたものについてはシステ
ムに情報を自動入力し、2人以上の該当者が現れたものについてのみ職員が手作
業でチェックを行うという運用を実施している。なお、「受付区分」や「乗車券
番号」は突合された個人に対してシステムに登録されることになる。
　AI-OCRというと、紙の情報を電子化してそのままシステムへ記録する、と
の用途が思い浮かぶかもしれないが、港区の場合はRPAと組み合わせて「申請
者の特定」に用いている点が大きな特徴であろう1。AI-OCRは、数字について
はほぼ100％の精度で認識可能であり、住所についても事前に町丁名を単語登録

1 � AI-OCRには検索機能が無いため、RPAによりシステム上で3情報を突合することで個人
を特定している。

図11- 2 - 1 　コミュニティバス申請業務におけるAI-OCR及びRPAの流れ

出典：港区2018年 8 月31日報道発表資料
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図11- 2 - 2 　申請書（旧様式）高齢者用・障がい者用・子ども用

出典：港区提供
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しておくことにより、ほぼ完璧に識別が可能な一方で、氏名とりわけ漢字につ
いての認識精度は若干劣る。そうした状況から、AI-OCRが得意とする生年月
日、住所の情報を上手く使い、申請者を特定する作業というのがAI-OCRとRPA
の効果的な使い方であるといえる。また、約2万枚の申請書データをAIに学習
させることにより、漢字認識精度のさらなる向上に努めている。
　なお、港区ではAI-OCR導入前は「高齢者用」、「障がい者用」、「子ども用」と
大きく3種類の申請書が存在したが、今回のAI-OCR導入に伴い、書式を1種類
に統一し、読み取る項目を削減している（図11- 2 - 2 ）2。また、AI-OCRのシ
ステムについては、個人情報を取り扱う等の理由から、クラウドではなく、オ

図11- 2 - 3 　申請書（新様式）

出典：港区提供

2 � 精度をさらに向上させるため1月に申請書を再改定した。図は新様式を記載。
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ンプレミス3のものを導入している。
　港区はこのシステムを導入することにより、年間約900時間程度の業務量削減
を見込んでいる。自治体においては、紙の申請書を受け付け、システムに入力
するという一連の業務は非常に多くの部署で行われている業務であり、今回の
ようにAI-OCRで自動的に読み込むことが出来れば、かなりの効率化が見込め
る作業である。実際、港区では他の分野への導入を検討しているとのことであっ
た。

4 　組織としてのICTリテラシーの向上について

　AI等の新しい技術を活用するには、それらの技術に対する理解が不可欠であ
ることは言うまでもない。また、それらの知識は情報システムの担当部署、行
政改革を担う担当部署等一部の職員が身につければよいものではなく、庁内全
体である程度共有すべき事項である。
　そこで港区ではRPAの他、AI、IoTに関する内容について、管理職を含む職
員に対して、ICTリテラシー研修を定期的に実施し、その意義や効果等につい
て職員が理解できるように努めている。その結果、管理職を含め職員全般にICT
活用への理解と関心が高まっていると感じており、最近は各課の職員から「○
○の業務にRPAを使いたい」「○○の業務はAIで行うことは出来ないか」とい
う意見、問い合わせが増えてきているという。
　組織の中で新たな技術を導入したり、業務改革を行ったりする場合は、職員
の理解を得るのに一定の時間が必要となることが多い。港区の場合は、その技
術を導入する意義や効果を各職員が十分に理解できる機会づくりを通して、こ
のような問題に向き合っている。また、庁内各部署への情報提供により、職員
のマインドチェンジにも取り組んでいるとのことであった。

3 	 サーバーなどの機器やソフトウェアなどの情報システムを使用者（ビジネス利用の場合は
企業）が管理する設備内に設置し運用すること。
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3 　介護保険給付費の誤請求の検出
─東京都北区の取組み─

はじめに

　北区は富士通株式会社（以下「富士通」）への委託により、機械学習を用いて、
介護保険給付費の誤請求の検出を試みる実証実験を実施した。これは、介護保
険システムに蓄積されている介護サービスに関するデータをもとに、請求デー
タの適正性をAIが自動的に分析するものである。

1 　実証実験を実施することになった経緯

　契機は、介護給付費の指導監督業務を行っていたベテラン職員が人事異動で
抜けたことであった。ベテラン職員を失ったことで、指導監督業務のノウハウ
を持っている職員がいなくなり、このままでは業務の運用が難しくなる判断し
た北区は、北区が導入しているシステムベンダーである富士通に事情を説明し
相談したところ、今回の実証実験を提案されたとのことである。当初「AI」と
いうものは全く想定していなかったことから、「最初に提案を受け、AIの実証
を実施すると知った時は正直驚いた」と担当者は話していた。
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2 　介護保険法に基づく実地調査とAIの活用

　介護保険法の定めにより、介護サービス事業者・介護保険施設は 6年ごとに
指定（許可）を受けることが義務づけられている。この 6年の間に 1回以上、適
切に事業者、施設の運営がされているか、必要な書類が揃っているか等を自治
体が実地指導という形で調査することとされている。
　この実地指導の調査先については、通常、指定・許可された順に選定してい
る。ところが、そもそもこの検査は「適切な介護保険サービスが行われている
か」を確認するために実施するものであることから、本来であれば「指導が必
要な可能性が高いと思われる事業所」を優先的に調査すべきであると言えるだ
ろう。しかし、この「指導が必要な可能性が高いと思われる事業所」を見抜く
には、それなりの知識と経験が必要である。
　短期的な異動サイクルを繰り返す自治体において、このノウハウをどのよう
に蓄積していくかの一つの解決策として、AI活用の可能性が検証されたのであ
る。

3 　実証実験の概要

　学習データについては、介護保険システムに蓄積されている、介護サービス
事業者からの過去の適正な介護給付費請求データと指導監督が必要になった請
求データを教師データとしてラベル付けをした。介護保険システムに蓄積され
ているデータとしては「事業者の請求書・明細書」、「介護情報」等であり、そ
の他、介護保険システムには入っていないが、北区が保有している「過去の指
導監督記録」等も用いた。
　これらの分析結果をもとに、指導監督が必要と思われる事業所のリスト及び、
指導監督を支援する内容が出力されることになる。
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4 　AIによる分析結果

　AIによる分析結果は図11- 3 - 2 の通りである。表の上部、「データ情報」の
欄には人間が適正と判断したデータ件数、人間が指導監督の対象としたデータ
件数がそれぞれ記載されている。2015年のデータを学習データとしてモデルを
構築し、その翌年の2016年のデータを評価データとして、モデルの有効性を検
証したものである。
　AI分析の結果、AIの分析と人間の分析が異常の判断で一致したものが379件、
人間が適正と判断したがAIが異常と判断したものが249件となった。つまり、異
常が検出された628件のうち、半分強は人間の判断と一致するものであった一方
で、半分弱については人間が訂正と判断したがAIが異常と判断したものである。
　これらの結果から、AIを用いた分析処理により、介護保険給付費データから
誤請求の疑義情報が検出できる可能性がある事がわかった。但し、今回の調査
はあくまで人間の判断と一致したか否かを検証したものであり、実際の実地調
査を実施したのち指導監督が本当に必要だったか否かについては検証がされて
いないものである。今後は、実際の実地指導の要否等も学習データとして解析
することで、より実践的なモデルが構築できるであろう。

図11- 3 - 1 　実証実験の概要

出典：富士通株式会社
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5 　AIと検知業務

　今回の実証実験のように、膨大なデータから異常を検知する作業は一般的に
AIとの相性がよいとされている。というのも、例えば、住民からの問い合わせ
対応業務にAIを用いる場合、かなり高い精度がなければ実用化は難しい。一方
で、このような検知業務に関しては、AIによる判断の精度がそこまで高くなく
ても、人間が判断するよりも精度が幾分高ければ有益なものになり得るし、人
間のチェックを入れやすいことから誤判断についてのリスクを抑える事も出来
る。AI、とりわけディープラーニングを用いて判断する際にネックとなる「ブ
ラックボックス問題」1についても、このような検知業務にはさして問題になら
ないといってよいだろう。
　したがって、同種の業務について、データがある程度揃っている分野であれ
ば、積極的に実証実験の実施を検討すべきではないだろうか。

表11- 3 - 2 　AI分析結果

出典：富士通株式会社

1 	 思考プロセスが追えず、判断導出の根拠が人間にはわからないという問題。
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おわりに

　今回紹介したAIの取組みは、ベテラン職員の流出がきっかけで実施されたも
のである。各自治体が頭を悩ませている、短期間での異動サイクルによる事業
ノウハウ継承の問題に対する解決案として、人事異動とは無縁であるAIは、一
つ有効な手段になり得るかもしれないことを北区の取組みは示している。
　ところで、「AIを導入する目的」と聞かれると「業務時間の削減」を一番に
イメージする人が多いようであり、事実、本研究会で実施したアンケート調査
でもそのような結果が出ていた（11章参照）。実際の自治体における、AI導入・
実証実験の事例も見ても、職員の業務負担軽減を目的としたものが大半である。
　しかしながら、AIは業務の時間を短縮するだけでなく、判断の高度化にも非
常に有効である。人間が勘と経験で判断するよりも、ビッグデータを元に判断
を下すAIの方がより高い成果を上げられる業務は多数存在するだろう。ところ
がAIを導入するか否かを検討する場合、AIを他のITシステムと同視し「この
AIシステムを導入すれば○○人減らせる」「業務時間は○○時間減らせる」等
のように効率化のみを判断材料にしている状況が散見される。今回紹介したAI
システムについては、これを導入したからと言って、業務時間が削減できるも
のではなく、あくまで判断の精度を高める性質のものである事は理解する必要
がある。
　自治体におけるAIに関する取組みを見ると、業務時間の削減を目的として導
入されたものがかなりの割合を占める中で、今回のような判断の高度化を目的
としたAI活用は一見に値するものであり、今後も継続して取組むべきものであ
ると確信している。



211

第11章　都市自治体におけるAIの活用事例

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

4 　AIによるケアプラン作成支援·
　　―愛知県豊橋市の取組み―

はじめに

　豊橋市では、実証研究を経て、2018年 7 月よりAIを活用したケアプランの作
成を行っている。これは、豊橋市内のケアマネジャー（介護支援専門員）1が、要
介護認定者等の介護サービス計画（以下，「ケアプラン」という。）を策定する
にあたり、本人・家族の同意を得たうえで、AIを活用するというものである。
　要支援・要介護認定を受けた市民が介護サービスを利用するには、ケアプラ
ンが必要である。ケアプランは、ケアマネジャーが利用者と面談し、利用者の
置かれている状況や解決すべき生活課題などの把握、心身機能低下の要因分析
を行った後、それらの情報を総合的に勘案した後に作成される。
　このケアプラン作成業務にAIを活用することを目指して、豊橋市は（株）シー
ディーアイ（以下CDI）と協定を締結し、2017年11月から2018年2月までの約3
か月間実証研究を実施したのち、本格導入に至った2。

1 	 介護保険制度においてケアマネジメントを実施する有資格者のこと。要支援・要介護認定
者およびその家族からの相談を受け、介護サービスの給付計画を作成する。

2 	 稲継（2018）、川島加恵（豊橋市長寿介護課）「介護保険分野におけるAIを活用した実証
研究」『月刊J-LIS』2018年 3 月号を参照した
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1 　実証研究に至るまでの経緯

　2017年5月、CDIより実証研究についての提案を受けたことが直接のきっかけ
となった。このとき提案された内容は大きく分けて2つあり、一つは「ステップ
1」として、セミナーを通して市民や介護・医療・福祉専門職の自立支援に関す
る意識啓発を図ること、もう一つは「ステップ2」として、ケアマネジャーが
AIを活用してケアプランを作成し、利用者の身体状況の変化やケアマネジャー
業務の変化を検証するとのことであった。
　この提案を受けて、庁内会議において検討を重ねた結果、市民にとっては自
立支援の促進と重度化防止・健康寿命の延伸、事業者にとってはケアマネ
ジャーの業務負担の軽減・介護人材の確保、そして市にとっては介護サービス
の最適化・介護給付費の抑制というように、それぞれに対して大きなメリット
があると判断し、実証研究を実施することが決定された。その後、実証研究の
実施について、市とCDIの間で2017年7月10日、協定締結に至った3。

2 　学習データと学習方法

（ 1）学習データ
　我が国の要介護度保険認定において、基礎項目74項目、主治医意見書などの
観察項目が全国で共通となっている他、要介護保険認定時には、申請者に対し
て要介護認定の認定調査が必ず実施されており、それらの結果は電子化もされ
ている。また、介護保険制度において費用償還を行うことから、一か月あたり
どれだけのサービスが実施されたかについても同様に電子化され保管がされて
いる。

3 	 川島加恵（豊橋市長寿介護課）「介護保険分野におけるAIを活用した実証研究」『月刊
J-LIS』2018年 3 月号を参照した。
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図11- 4 - 1 　実証研究の概要

出典：豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関するセミナーおよび身体的自立支援を促進
するAI導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する調査研究　報告書」 5頁
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/調査研究報告書.pdf

図11- 4 - 2 　実証研究で提供したデータ

出典：川島加恵（豊橋市長寿介護課）「介護保険分野におけるAIを活用した実証研究」『月刊
J-LIS』2018年 3 月号を元に筆者作成
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　実証研究においては、これら
2つのデータを解析に用いた。な
お、使用したデータの詳細は下
記（図11- 4 - 1 ）の通りである4。

（ 2）個人情報の匿名化
　個人情報の保護の観点から、
民間企業に対して、行政機関が
保有する個人情報を提供する場
合は匿名化が必要であることか
ら、今回の実証研究でCDIに提
供するデータについても、匿名
加工作業を行った。
　匿名加工作業については、市
の介護保険システムの保守・管
理を請け負っているシステム開
発事業者に業務委託することを
予定し、豊橋市情報公開・個人
情報保護制度運営審議会に諮問
した。審議の結果、公益上の必要性があることなどから、適切な管理運営のた
めに必要な措置を講ずることを条件にデータ提供が認められた5（図11- 4 - 2 ）。

（ 3）学習方法
　AIの学習には、学習データに正解ラベルをつけて学習する「教師あり学習」
と、学習データにラベルをつけない「教師なし学習」とがあるが、今回の実証

図11- 4 - 3 　··教師データ作成時における
データの分類

出典：豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関
するセミナーおよび身体的自立支援を促進するAI
導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する
調査研究　報告書」29頁
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/調
査研究報告書.pdf

4 � 豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関するセミナーおよび身体的自立支援を促進する
AI導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する調査研究　報告書」を参照。

5 � なお、同様の実証研究を実施した自治体に個別に問い合わせたところ、市の保有する個人
情報提供の根拠についての考え方と実際の対応は様々であり、中には、個人情報保護条例
（研究データ）を根拠として提供した事例も確認出来た。
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研究ではデータを特性や目的に鑑み、教師あり学習を選択し、要介護区分の改
善したケースをGoodケアプランとしてラベル付けを行った（図11- 4 - 3 ）。

3 　実証研究開始までの流れ

　はじめに、AIの利用が想定される市内すべての居宅介護支援事業所（ケアマ
ネジャーが所属する事業所）及び地域包括支援センターに対して実証研究の実
施について周知するとともに、関心を持つケアマネジャーに向けて説明会を開
催した。説明会後に出席者に対して実証研究への参加意向調査を行ったところ、
19事業所34名のケアマネジャーが参加の意を表明し実証研究の参加者が確定し
た。
　それから2ヵ月半後の2017年10月24日、実証研究への参加が決定したケアマネ
ジャーに向け、AI端末操作説明会を開催した。これは、研修室において、2時
間半にわたり実際にAI端末を操作しながら説明が行われた。後日、CDIから参
加ケアマネジャーへiPadが各1台貸し出され、11月6日から2月2日までの期間で
AIを使用した実証研究がスタートした。この間、CDIでは問い合わせ窓口を設
け、万全な体制でケアマネジャーのバックアップを行った6。

4 　実証研究の内容

　実証研究の説明の前に、介護業務の簡単な流れについて説明する。
　要支援・要介護認定を受けた高齢者が介護サービスを利用するには、ケアマ
ネジャーが作成したケアプランが必要であり、これを元にサービスを決めてい

6 	 川島加恵（豊橋市長寿介護課）「介護保険分野におけるAIを活用した実証研究」『月刊
J-LIS』2018年 3 月号を参照した
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図11- 4 - 4 　要介護認定調査票と主治医意見書

出典：豊橋市提供

図11- 4 - 5 　実際のAIの入力画面

出典：豊橋市「愛知県豊橋市における実証研究について」16頁
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/【概要版】実証研究報告書.pdf
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くことになる。最初に、ケアマネジャーは利用者と面談し、「アセスメント」と
して、生活上の支障や要望の情報収集、利用者の置かれている状況や解決すべ
き生活課題などの把握、心身機能低下の背景や要因の分析などを実施する。こ
のアセスメントに基づいて総合的な援助方針・目標を設定し、目標の達成に必
要なサービス種別や回数などを検討し、これらの情報をもとにケアプラン原案
を作成する。
　今回の研究では、認定調査票、主治医意見書の内容をそれぞれ専用の端末に
打ち込んでいくこととなった。ケアマネジャーが利用者の身体状況などをAIへ
入力すると、身体的自立を促進するケアプランが、将来予測と合わせて出力さ
れる。ケアマネジャーはAIが出力したケアプランを参考にしつつ、適宜修正し
ながら最終的なケアプランを作成していくことになる。なお、出力結果につい
ては図11- 4 - 6 ・11- 4 - 7 の通りである。

図11- 4 - 6 　AIケアプラン出力結果（AIがおすすめするサービス等）

出典：豊橋市「愛知県豊橋市における実証研究について」17頁
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/【概要版】実証研究報告書.pdf
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５ 　実証研究の結果について₇

　実証研究実施後に豊橋市が実施したアンケート結果を見ると、良かった点と
しては、「先入観がなくなった」、「出力結果がグラフでわかりやすく説明がしや
すかった」、「AIの分析・予測結果が自分の考えと一致した場合自身に繋がっ

7 �「自立支援型ケアマネジメントに関するセミナーおよび身体的自立支援を促進するAI導
入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する調査研究　報告書」を参照。

図11- 4 - 7 　··AIケアプラン出力結果（各
アセスメントの予測）

出典：豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関
するセミナーおよび身体的自立支援を促進する
AI導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関
する調査研究　報告書」32頁
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/
調査研究報告書.pdf
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た」、「提案の幅が広がった」、等が挙げられていた。
　今回の実証研究で利用したAIは、プランの提案の他に将来予想についてもク
リアに提示してくれるものであるが、この将来予想については人間に説明が難
しい分野の一つであるため、特に利用者の評判が良かったという。他方で、「判
断の根拠が不明である」、「利用者がAIに対する抵抗感があった」、「AIへ依存す
ることへの不安」等の課題も聞かれた。
　また今後の利用意向について、実証後もAIを使いたい理由として「AIのプラ
ンと一致すると安心できる」、「予後予測機能が優れている」等が、使いたくな
い理由として「手間・業務が増加した」、「利用者家族に抵抗感がある」等が挙
げられていた（表11- 4 - 1 ）。

表11- 4 - 1 　今後の利用意向について
AIを使いたい ・予後予測の機能が優れている。

・‌�自分のプランが、AIが考えた最善のプラント同じだと
安心できる。利用者・家族からも信頼を獲得できる。
・‌�よいヒントがあり、これまでと違う角度の提案ができ
る。プランの幅が広がる。
・‌�今後、新規利用者のプランにAIを活用し、自立支援が
重視されると、浸透すると思う。今後は自立支援、サー
ビスの均一化・向上が必須。

AIを使いたく
ない

・サービスありきのプランに違和感。
・手間・業務が増加。もっとつかいやすくして欲しい。
・‌�AIを説明しても利用者・家族が理解できない。抵抗感
がありタブレットを見ようとしない。
・調査票や主治医の意見書入手に時間がかかる。

出典：豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関するセミナーおよび身体的自立支援を
促進するAI導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する調査研究　報告書」71頁を
一部抜粋。
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/57091/調査研究報告書.pdf
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おわりに

　実証研究の結果、一部改善すべき点は見られるもののケアマネージャー・利
用者とも概ね評判は良く、今後もAIを使いたいとの意見が多数であったこと等
から、豊橋市では2018年7月より本格導入を行った。
　また、AIによるケアプランの作成は全国的な広がりを見せつつあることか
ら、厚生労働省において効果や課題などを検証する全国調査も実施されており、
今後の動向が注目されるとのところである。

【参考文献】

・‌�川島加恵（豊橋市長寿介護課）「介護分野におけるAIを活用した実証研究」『月刊J-LIS』2018

年 3 月号

・‌�豊橋市「自立支援型ケアマネジメントに関するセミナーおよび身体的自立支援を促進する

AI導入に伴うケアマネジメント業務の変化に関する調査研究　報告書」

・稲継裕昭（2018）『AIで変わる自治体業務』ぎょうせい
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5 　�‌戸籍事務における·
問い合わせ対応支援·
─大阪府泉大津市の取組み─

はじめに

　泉大津市では2018年 2 月に富士ゼロックスシステムサービス株式会社（以下、
「FXSS」という。）と共同研究協定を結び、AIを活用した戸籍業務に関する問
い合わせ対応支援の実証実験を開始した。これは、市民からの戸籍に関する問
い合わせを受けた際に、職員の端末よりワード検索を行うことで、問い合わせ
に対する回答例を表示するものである。

1 　実証実験に到るまでの背景

　戸籍業務は数ある自治体業務のなかでも、とりわけ複雑な知識を要するもの
であり、一般的に業務を習熟するのに最低10年程度は必要であるとも言われて
いる。近年は、外国人住民の増加により、業務の複雑さに拍車がかかっている
のが実情であり、例えば、外国人を当事者とする婚姻などではとりわけ業務が
複雑化する傾向があるが、これは日本の法律だけでなく、申請者の本国法に関
する知識が求められることになるからである。泉大津市においても、外国人住
民が増加傾向にあることから、これらのケースの対応に苦慮している状況であ
る。
　従来は、外国人が当事者となる婚姻のような複雑なケースにおいてはベテラ
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ンの職員が対応していたが、近年そのような職員はほとんどいなくなっており、
対応が困難になってきているのが実情である。
　こうした状況を解決する手段として市からFXSSに対して、共同研究を持ち
掛け今回の実証実験に至った。普段からAIに関心があった職員が情報収集を重
ね、FXSS主催のセミナーに参加したことがきっかけになった。AIの実証実験
を実施するにあたっては、泉大津市長がAIの活用を施政方針で掲げていたこと
もあり、庁内で特に反対意見はなかった。
　なお、戸籍業務を対象とした理由についてであるが、法改正が少ないこと、
FXSSの戸籍FAQデータが豊富であり、AIに学習させるための良質なデータが
確保出来ること等が決め手になったとのことである。

2 　学習データと学習方法

（ 1）学習データ
　学習データとして、FXSSの戸籍システムサポートセンター1で蓄積したFAQ
のデータを使用した。FAQに紐づけられている、戸籍法、施行規則条文につい
ては法例データから参照できるようにし、FAQで参照している一部書籍につい
ては使用許諾を得て該当ページを表示できるようにしている。

（ 2）学習方法
　今回使用したAIは、自然言語処理という技術を用いている。これは、文章内
に特定の単語が何回出てきたかを把握するとともに、文章と文章の関係を数値
化（ベクトル化）し、ある質問に対してより関連の高い答えになりそうな文章
を自動で検索するものである。ただ、そのまま文書内の使用回数をカウントす
るだけでは、一般的に多く使用される単語の重要度が上がってしまい、適切な

1 	 戸籍業務専門のカスタマーサービススタッフが、自治体職員からの問い合わせや相談に答
えるもの。



223

第11章　都市自治体におけるAIの活用事例

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

検索が出来ないことから、これらの単語の重要度を下げる処理を施している。そ
の他、形態素解析と呼ばれる、文章を単語に分化した後、分化された単語の品
詞を特定する処理も行っている。

3 　実証実験の内容

　システムのイメージは、Google検索のように検索窓が1つあり、そこに文章や
単語を入力すると、機械的に自然言語処理が行われ、回答例が出力されるもの
である。回答候補については関連性が高いと思われる上位20位までが表示され、
それをクリックすると回答の詳細が表示される仕組みになっている。求めてい
た回答が得られなかった場合については、検索のワードを変えたり、より多く
の情報を入力する等の工夫をした後、再度検索を実行することになる。
　また、検索する用語がわからない場合については文章による検索も可能であ
る。また、「結婚＝婚姻」など、同義語についてはあらかじめある程度タグ付け
の処理がなされており、専門用語を知らない勤続年数が浅い職員が利用する場
合に対しても配慮されている。
　実証実験開始当初は、職員が求めている回答までなかなかたどり着けない状
況であり、AIが検出した回答例に職員が求めている回答が含まる確率は10％～
20％であったという2。しかしながら、今回実証実験で用いているシステムでは
回答に対して職員がフィードバックすることが可能であり、AIが継続的に学習
を重ねて精度が向上していくことが出来る。検索結果の画面に「この回答は役
に立った」「この回答は役に立たなかった」というボタンが設けられており、こ
れによってフィードバックされた回答の有効度をもとに、AIが有効度の高い情
報を蓄積していく。これらの一連の流れにより、AIはより適切な回答を導ける

2 	 検索の精度については職員の検索方法によってもまちまちであり、精度が劣る要因として
職員の検索方法の問題もあると担当者は分析していた。なお、確率（10％～20％）につい
ては、FXSSがフィードバックデータから用意した検証用データをもとに算出した結果で
ある。
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ように成長していくのである。

おわりに

　戸籍業務に限らず、住民からの問い合わせの大部分は一般の職員の知識で対
応できるものであろう。しかし、問い合わせの中には一定割合で、経験の浅い
職員には対応が難しい複雑なケースが存在するものである。このような事情か
ら、多くの自治体ではとりわけ高度な専門性を有する部署においては、一般的
な異動年数を超えても課に在籍させる人事を実施し対応してきたことであろう。
　しかしながら、ベテラン職員の大量退職によりこうした対応が困難になり、ま
た、住民サービスの複雑化により、このような複雑なケースにも対応できる組
織作りは喫緊の課題である。専門性を有している職員が続々と退職していく中
で、彼らの知識・ノウハウを蓄積しAI等で引継ぎ活用していくことが必要であ
る。このことから、泉大津市の取組みの意義は非常に大きいものであると考え
る。
　一方で、AIが得意としている「画像認識」や「音声認識」等と比較すれば、
言語解析はより難易度の高い手法であるとされており、問い合わせ支援のシス
テムが実用化のレベルに達するまでの道のりは、相当の困難が予想される。AI
を用いた実効性のあるシステムが世に出回るまでには、粘り強い継続的な取組
みが求められるのである。
　なお、今回実証実験を実施した問い合わせ支援システムの今後の展望である
が、特定業務にとどまらない、総合窓口のようなシステムの実現を期待してい
ると担当者は話している。現時点ではアイディア段階であるが、もしこのよう
なシステムが現実のものになれば、自治体の業務は飛躍的に変革するであろう。
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１ 　「AI-Readyな都市自治体」へ

　「Society 5.0」として描かれる未来社会は、日々の生活に関わるサービスから
それを支える基幹的なシステムまで、AIと何らの関わりを持たないものはない
といってよいぐらいAI技術が駆使された姿として想像される。同時に、AI技術
よりもはるかに進化のスピードが遅く、変化に乏しい旧バージョンの社会から
引き継がれてきたさまざまな要素があることも忘れてはならない。それらは、
AI等を巧みに組み合わせてイノベーションが追求されることもあれば、従来な
がらのまま共存することも尊重されるはずであり、いずれを選択されようとも、
「人間中心の社会」として描かれるということである。このような「Society 5.0」
を目指す途次にあって求められるのが、「AI-Readyな社会」の実現であるなら
ば、都市自治体もまた「AI-Readyな都市自治体」であることが要請されるだろ
う。
　では、「AI-Readyな都市自治体」とはどのような姿なのか。まずは、AI導入
のハードルを高く引き上げてしまうような諸要因に対して、真摯かつ的確に対
処することが挙げられる。例えば、誰もが十分なAIリテラシーを持ち合わせて
いるわけでもなければ、デジタル機器を身近に使いこなし慣れ親しんでいるわ
けでもない。個人情報の取り扱いについてもその意識の差は極めて大きい。こ
れらをAI導入への抵抗要因とだけみなす貧しい発想を超えて、「人間中心の社
会」として描かれる「Society 5.0」へのステップとして包摂していく豊かな発
想力を持ち合わせることが肝要であろう。
　当初から想定されていたが、本研究会での調査研究を通じていえるのは、AI
導入に対するハードルやブレーキは、しばしば自治体経営のイナーシア（慣行）
ではないかということである。これまでにも繰り返し取り組むべきだと考えら
れ、問題提起されていながらも、旧来の意識・価値観では重視されなかったこ
と、見過ごされてきたこと、あるいは、かつての技術水準では実効性が乏しかっ
たために、中断を余儀なくされそのまま放置されてきたことなどである。裏を
返せば、「AI-Readyな都市自治体」とは、これらを再認識したうえで、着実に
前進させ、定着させていくことだと考えられる。
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　そこで、「AI-Readyな国」とも「AI-Readyな民間」とも当然ながらその備え
方は異なることに留意しつつ、以下に述べる３つの論点、すなわち、経営スタイ
ル、ビジョン、そして自治体間連携という論点を取り上げて、「AI-Readyな都
市自治体」のモデルを最後に模索し、いくつかの提案を試みたい。

２ 　AI-Readyな経営スタイルの確立

　このトピックについては本論と重複感はあるかもしれないが、重要な点であ
るので以下の3点について再確認しておきたい。

（ １）業務プロセス分析の導入
　第１に、業務プロセス分析を適切に行うことが前提である。AI導入の可否以
前の問題として、業務プロセス分析は事業体として行われるべき取組みである。
業務プロセス分析は、業務にまつわるノウハウを形式知化して、組織内で適切
に共有することで、効果的・効率的な実施のためにアウトソーシングが必要な
作業プロセスや業務を特定化したり、行政評価等とあわせて適宜の見直しによ
るプロセス・イノベーションを通じて業務改善を図ったりすることを目的とす
るものである。自治体間連携を進めていく際の業務の標準化・共通化作業のた
めにも欠かせない取組みである。
　ところが、ほとんどの自治体ではこうした取組みはなされておらず、なされ
たとしてもアウトソーシング対象業務として選定されてからようやく行われる
程度で、しかも多くは不十分なものであった。本来的にはすべての事業で適切
な業務プロセス分析の実施が求められるが、まずは先行事例などを踏まえてAI
導入が業務効率化や住民サービスの向上に結びつきやすそうな業務を中心に適
切に実施されるべきだろう。業務プロセス分析に関する基本的な考え方につい
ては第5章を、具体的な事例としては第6章を参考にしていただきたい。
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（ ２）EBPMの理念の定着
　第２に、EBPM（「証拠に基づく政策立案」Evidence-based policy-making）
の理念を定着させることである。EBPMの考え方が日本に紹介されて久しいが、
最近では国がEBPMを本格的に検討するようになって（例えば、官民データ活
用推進戦略会議官民データ活用推進基本計画実行委員会のもとにEBPM推進委
員会（会長：内閣官房副長官補）の設置）、自治体の間でもようやくその考え方
を取り入れようとする試みがはじまった。先駆的かつ体系的な取組み事例とし
て本報告書では姫路市を取り上げた（第1章）。公平性、合規性、効率性といっ
た行政には不可欠な理念はもちろんのことであるが、それと並んで「根拠本位」
evidence-basedであることを自治体経営の基本に確固として組み込むことが肝
要であろう。

（ ３）オープン・ガバメントの実現
　第３に、オープン・ガバメント（「開かれた政府」）の実現である。AIを地域
課題解決に向けて有効活用するためには、自治体保有の膨大なデータをあわせ
て活用することが極めて有用である。そのためにはオープンデータ化の推進は
不可欠である。しばしばビジネスでの活用や経済活性化がその目的として強調
されるが、オープンデータ化はそれによりオープン・ガバメントの実現を通じ
た民主主義の健全な発展のために先進諸国で取り組まれてきた経緯があること
も忘れてはならないだろう。

３ 　AI-Readyなビジョンの提示

　都市自治体はAI利活用の指針を策定して、そのとるべきビジョンを明確に示
すことが望まれる。前節で示した、業務プロセス分析の導入の道筋を示し、
EBPMの理念やオープン・ガバメントの考え方をこうした指針に織り込むこと
はもちろん、以下の点についても考慮されるべきだろう。
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（ １）情報マネジメントの一貫性
　AI利活用の指針は、情報の収集・管理・活用のプロセスを包括した一貫した
ビジョンであることが求められる。例えば、AIの学習データとして活用が見込
まれる情報は、当該自治体が収集・管理する行政保有情報だけとは限らない。と
りわけ、自治体間あるいは民間事業者等との連携で取り組まれる施策・事業な
どでは、民間事業者が保有する匿名加工情報、国や他自治体によって作成され
た非識別加工情報などを含む、多様な性格の情報が活用されるようになるだろ
う。情報の法的位置付け等の性格を踏まえた対応についての考え方を整理して
あらかじめ示しておくべきだろう。
　また、AIが革新的かつ進化し続ける技術であることから、AI利活用の指針づ
くりを通じて、個人情報の保護、サイバー・セキュリティをはじめ多面的なリ
スク管理や倫理面での対応を含む情報マネジメントのあり方を、AI時代に即応
できるようたえずアップデートする必要もある。

（ ２）目的・成果の整合性
　AI利活用の指針には、そのビジョンに照らした目的・目標の設定や成果検証
の手続きが装備されるべきだろう。
　具体的にどのような目的等が設定されるのかはそれぞれの都市自治体の自己
決定に委ねられるとしても、例えば、AIを自治体の業務プロセスに導入して活
用する場合、「最小の経費で最大の効果」の原則に照らして、当該業務の効率化
を図りつつ、住民にとって効果的にサービスを提供する視点は明確にされるべ
きだろう。現に制約があり、さらに将来にわたって深刻な行政リソースの不足
が想定されることから、AI導入に人員や予算などの節減を図る視点は不可欠だ
からである。
　他方で、これまで十分な行政リソースが当てられておらず、行政リソースが
追加投入されれば政策効果の向上が期待される業務もありうる。AI導入で生じ
た時間・人員の余裕分の一定割合をこれら業務に振り当てるという考え方を、
原則として指針で担保しておくこともあわせて考えられてもいいだろう。
　また、国や民間とは異なる立ち位置にあるとすれば、基礎的自治体として地
域社会に密接に関わる都市自治体は、弱者を排除しない共生をベースとした、
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「包摂的」なデジタル社会の姿を積極的に示す役割を担っている点に見いだせる
のではないか。序章では、「誰一人取り残されない社会」づくりという側面から
のAI活用を示したが、それだけではない。AIが仕事を奪うことがセンセーショ
ナルにメディアで紹介されることが多いが、UDトークの事例（第3章）に見ら
れるように、むしろ、これまで就業機会が閉ざされがちであった人々に仕事を
開放する仕掛けとなるケースも考えられる。こうしたAI活用方法を都市自治体
は施策を通じて積極的に支援し、普及・促進させるという考え方をビジョンに
提示することが考えられよう。

（ ３）総合計画や人材育成方針等の全般的な経営方針との関係
　マネジメント面からも政策面からも自治体経営全般と関わりを持つという意
味で、AI利活用の指針は総合計画と関連づけられる必要がある。もちろん、縦
割りの計画の一項目に止まるような位置づけとしてだけではない。AI利活用の
指針は、AI担当部署やAIが導入される部署だけのためではなく、全庁的に共有
されるべきものである。AI利活用の指針は、実務家に好まれる表現を用いれば、
総合計画に対して「横串を刺す」性格を持つものとして考えられるべきだろう。
いかなる分野の施策・事業の立案手続きにおいても、AIの利活用の可否に関す
るチェック・ポイントを手続き的に課すことも考えられるだろう。
　本報告書では「AI人財」概念を提示したが（第5章）、AIに関する中核的な人
材、AIを使いこなす人材、将来的に使う可能性がある人材を含めた人材育成の
視点も指針には盛り込まれるべきだとすると、都市自治体の人材育成基本方針
との整合性も必要である。
　シビックテックなど地域課題解決にICTを活用する参加型の取組みがここ数
年で瞬く間に広がりを見せてきた（稲継2018）。例えば、各地のCode forなどの
民間団体の協力を得て、市民と都市自治体職員がともにAIをはじめとするデジ
タル関連の学び・交流・対話と参加できる場をAI人財育成の入り口に位置づけ
てみるのも一つの手である。都市自治体の役割として、職員・市民を問わず「地
域人財」としての「AI人財」づくりが指向されるべきだろう。
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４ 　AI-Readyな都市自治体間連携

　本報告書でも、業務の標準化をはじめとして（第5章）、すでに自治体間連携
の重要性については随所で触れられている。最後に、今後焦点となる個人情報
保護条例改正によって導入が予定される非識別加工情報をめぐる論点に触れて
おきたい。
　序章で触れたとおり、改正行政機関個人情報保護法等によって国の行政機関
等を対象に非識別加工情報の仕組みが規定された。これを受けて総務省は自治
体の非識別加工情報の作成・提供の仕組みに関する検討会を立ち上げて検討を
進めているところである（本報告書執筆時点）。都道府県や指定都市など規模の
大きな自治体が積極的に非識別加工情報の作成の仕組みを導入することが期待
されているが、現状ではほぼ着手されていない。仮に大規模自治体を中心に一
定規模の自治体にまで制度の導入が進んだとしても、都市自治体を含む中小規
模の自治体では実効性のある制度の導入は事実上困難と考えるべきだろう。実
際、地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り
方に関する検討会でも、条例に基づく自治体による場合のほか、自治体とは別
の、国の認定・監督のもとに置かれる「作成組織」による非識別加工情報の作
成・提供の仕組みが検討されている。
　したがって、自治体による非識別加工情報の作成・提供のあり方は、次のよ
うなパターンに分けて考えられる。すなわち、①自治体による個別対応、②自
治体間連携による共同処理、③自治体間連携により設置された「作成組織」に
よる対応、④その他の「作成組織」による対応、である。自治体の個人情報は
それぞれの自治体により収集・管理されたものであるから、自治の原則に従え
ば、可能な限り各自治体の規律が作用することが望ましい。だとすると、①が
最も望ましいが、それが無理であるとすれば、②③ということになる。
　②については、例えば、地方自治法に基づく委託や機関の共同設置により、実
質的に中心的な役割を担う自治体が主導する方法が考えられる。総務省が打ち
出した自治体戦略2040構想の圏域マネジメントの発想に馴染む考え方である。
この場合、一元的な情報部門を設置するのか、個別部署ごとの処理に任せるの
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かという、実質的な役割を担う中心都市の内部組織編成のあり方をどうするか、
非識別加工情報の作成・提供の業務量次第では中心都市が捌き切れるかどうか、
逆に捌き切れる範囲内での連携では連携から取りこぼれてしまう自治体をどう
するのかなどが課題として問われることになろう。
　③については、一部事務組合や広域連合などの自治体間連携を「作成組織」
とする考え方、あるいは、それら自治体間連携が共同で地方独立行政法人を設
立して「作成組織」とする考え方がありうるだろう。いずれのタイプも、全国
レベル、地方ブロック・レベル、都道府県レベル、その他広域レベルなど、規
模別で多様な仕組みが構想されるほか、遠隔型自治体間連携方式も考えられる
だろう（公益財団法人日本都市センター2017、大杉・公益財団法人特別区協議
会2017）。また、このタイプの場合には、非識別加工情報の作成・提供だけでは
なく、業務の標準化・共通化、オープンデータ作成などの業務を一括して担わ
せてもよいのではないか（大杉2017a、2017b）。
　いずれにせよ、事務処理の効率化、事務フローの標準化・共通化、そして情
報政策における自治の原則、のそれぞれの要請を踏まえた制度設計が求められ
る。

おわりに

　必ずしも網羅的に論点を取り上げてきたわけではないが、今後の都市自治体
経営にあたって考慮すべきトピックを中心に論じてきた。AI技術はこれからも
日々進化するだろうし、都市自治体の対応も緒についたばかりである。AI技術
者たちが開発時に持ち合わせてきたワクワク感のある「遊び心」（例えば、トッ
プ棋士に勝つAI、小説を書くAIなどの開発。松原（2018）を参照）を、都市自
治体やそこで日々業務に携わる職員が共有していけるようにするにはどうした
らよいのかを考える際に少しでも本報告書が一助となることを期待したい。
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1 　アンケート実施概要

　本調査研究では、都市自治体におけるAIに関連した取組みについてのアン
ケート調査を実施した。実施概要は以下の通りである。なお、これらの取組み
については、日本都市センター第6次市役所事務機構研究会（2018年度）及び地
方自治研究機構マネジメント研究会（2018年度）において本調査に先行して網
羅的な調査が行われていたことから、本研究会ではそれらの調査を参照の上、設
問の重複がないように配慮し調査を実施した。自治体のAIの取組み状況に関す
る基本的な事項（AIを導入している自治体の割合、取組みの具体事例等、AIの
導入についての課題等）については、それらの調査結果を参照いただきたい1。

（ 1）調査対象：‌�120市区（日本都市センター第 6次市役所事務機構研究会（2018
年度）が実施したアンケート調査における設問「貴市でのAI
（人工知能）に関する取組みを行っていますか」に対し、①既
に導入している②実証実験を実施している③取組みを検討・
予定している、のいずれかに回答した自治体）

（ 2）調査期間：平成30年10月25日～11月 9 日
（ 3）回収方法：各自治体の企画部局にメールでメールにて回収。送付。
（ 4）回 収 率：86市区/120市区（回収率：70.2％）
（ 5）設問の概要
　　　Ｑ 1：人工知能及びRPAに対する成果の期待値
　　　Ｑ 2：人工知能の導入又は導入検討の契機
　　　Ｑ 3：人工知能に関する取組みの担当部署
　　　Ｑ 4：人工知能に関する知識の習得方法
　　　Ｑ 5：他の団体との連携について
　　　Ｑ 6：人工知能のモデル構築に使用するデータ
　　　Ｑ 7：人工知能に期待する事

1 	 日本都市センター第 6次市役所事務機構研究会が実施したアンケート結果については一
部本章後半に掲載している。
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※‌�本報告書においては、原則「人工知能」を「AI」と表記しているが、アン
ケート調査の設問で「人工知能」と表記したことから、本章では本文中にお
いても「人工知能」と表記することとする。

2 　集計・分析結果

Ｑ 1．‌�人工知能及びRPAについて、貴市区における今後（ 2・3年程度）の成
果の期待値をどのように見込んでいますか。次の項目について該当する
ものを 1つ選択してください。【単一選択】

RPA

0％

人工知能

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

大いに期待している 期待している どちらともいえない
あまり期待していない 期待していない わからない

「既に導入している」
「実証実験を実施している」
「取組みを検討・予定している」
のいずれに回答した団体が本調査の対象

既に導入している
実証実験を行っている
取組みを検討・予定している
取り組む予定はない
無回答

2％

7％

29％

59％

3％

本
調
査
の
対
象

（n＝320）

調査対象

出典：日本都市センター第 6次市役所事務機構研究会調査結果
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　人工知能と比較し、RPAの方が総じて期待が大きい結果となった。これは
RPAは人工知能と比較してRPAの方が導入費用が安い場合が多いこと、導入の
ための準備が簡易であること、「業務時間が○○時間削減される」等のように成
果をわかりやすく示すことができることなどが要因であると分析する。

Ｑ 2．‌�人工知能を活用したシステムの導入・検討にあたって何が契機となりま
したか。次の項目について該当するものをすべて選択してください。【複
数選択】

首長の意向を受けて
議会からの指摘

情報部門の職員の提案
原課の職員の提案

民間企業からの提案
大学・研究機関からの提案

その他

（単位：団体）

0 5 10 15 20 25

　「民間企業からの提案」が最も多く、「情報部門の提案」「首長の意向を受け
て」「原課の職員の提案」がそれに続く結果となった。当初「首長の意向を受け
て」を選択する割合が最も多いと想定していたが、結果は「情報部門の職員の
提案」「原課の職員の提案」とほぼ同数となった。但し、今回の調査は人工知能
を検討している段階の自治体を対象となっており、導入、若しくは実証実験を
実施している団体に絞って調査を実施した場合、「首長の意向を受けて」の割合
は増加するのではないかと推測する。
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Ｑ 3．‌�人工知能に関する取組を主に所管している部署はどこですか。次の項目
について該当するものを 1つ選択してください。【単一選択】

0 5 10 15 20 25 30 35

総務部門

企画部門

情報部門

原課

新たに部署を新設

その他

特になし

（単位：団体）

　情報部門が最も多い結果となった。但し、今回の調査対象には検討中の自治
体を含んでおり、もし導入段階に移行した場合は、原課が所管する割合が増加
するものと思われる。

Ｑ 4．‌�人工知能導入に際して職員の人工知能に関するリテラシーはどの程度必
要と考えますか。次の項目について該当するものを 1つ選択してくださ
い。【単一選択】

人工知能の導入を判断する職員

0％

人工知能を扱う職員

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

大いに必要である 必要である どちらともいえない
あまり必要でない 全く必要でない わからない
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　人工知能に関するリテラシーについては、大半の自治体が人工知能を扱う職
員、導入を判断する職員双方ともに必要であると感じているという結果になっ
た。ただ、本研究で実施した、人工知能に関する実証実験を実施している自治
体を対象とした現地調査（11章参照）においては、人工知能に関する知識は必
ずしも必要ないと感じている職員も一定数いたことから、自治体間で認識に差
がありそうである。

Ｑ 5．‌�人工知能の導入・検討にあたって、人工知能についての知識をどのよう
に職員に修得させましたか。次の項目について該当するものをすべて選
択してください（予定・検討中を含む）。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
民間企業との交流

各種セミナー・研修への参加

庁内での勉強会の実施

各職員の自己研鑽

外部への派遣

外部人材の登用

その他

特に実施していない

（単位：団体）

　想定以上に庁内での勉強会を実施している自治体が多かった（25団体）。また、
「外部人材の登用」を選択した団体に対して、具体的な取組みについて電話で調
査したところ、AIを含むITに関する専門的な知見を有するCIO補佐官の採用を
予定している自治体や、地元AI開発企業と包括連携協定を締結し、取組みを進
めている自治体があった。
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Ｑ 6．‌�人工知能を導入するにあたって、他のどのような団体（但し民間企業を
除く）と連携を図っていますか。

0 5 10 15 20 25 30 35
近隣自治体

近隣以外の自治体

都道府県・国

大学その他研究機関

特に連携していない・その予定はない

その他

わからない

（単位：団体）

　半数近くの団体が特に連携していない・その予定はないと回答し、また自治
体、都道府県・国と連携していると回答した自治体についても、単なる意見交
換の実施に留まっているケースが大半である、全般的に、自治体間、又は国・
県との本格的な連携の動きはほとんど見られないことがわかる。

Ｑ 7．‌�人工知能の導入にあたって、解析データは何を使用していますか。次の
項目について該当するものをすべて選択してください（予定・検討中を
含む）。【複数選択】

※‌�この設問で言う「人工知能」とは機械学習（ディープラーニングを含む）によりビッ

グデータを解析するシステムを想定しており、例えばルールベースに基づくもの等

は含まないものとして下さい。

0 5 10 15 20 25 30 35 40

（単位：団体）

行政機関が保有する非公開のデータ
行政機関が保有する公開データ

行政機関以外が保有する非公開のデータ
行政機関以外が保有する公開データ

今後何らかの方法で収集する、もしくは作成する
その他

設問の条件に該当する人工知能を
導入・検討していない

未定・不明
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　「未定」「検討していない」を選択した自治体が75％に上る。先に説明した通
り、本アンケートは先行調査で人工知能の導入、検討していると回答した自治
体を対象としたものであるが、その中でもある程度、踏み込んで検討している
自治体はまだまだ少数に留まっていることがこの結果から窺える。自治体が人
工知能を活用するに際しては行政機関が保有するデータのみならず、民間企業
等が保有するデータの活用が鍵となるが、そこまで研究している自治体はごく
少数に留まっている。また、「行政のデータだけでは限界を感じている」との返
答もあった（下記追加調査より）。

【追加調査：人工知能のモデル構築に使用するデータ（行政機関以外が保有する
データについて）についての自治体からの回答】
・‌�Google、NTT、携帯電話各社のデータを想定。行政のデータだけは限界を感
じる。
・‌�自動車に設置したGPSで渋滞予測。観光地の購買履歴、属性を分析し観光政
策に活かす。
・‌�自動車（NTT、四国電力）に設置したドライブレコーダのデータ（急ブレー
キ、急ハンドル）により市内の危険個所の特定。
・‌�民間企業が保有するビッグデータ・研究データ全般。

Ｑ 8．‌�人工知能の導入により、どのような効果を期待してしますか。次の項目
について該当するものをすべて選択してください（予定・検討中を含
む）。【複数選択】

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

経費の削減

事務時間の短縮

住民サービスの向上

分析・判断の高度化

その他
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　「事務時間の短縮」が圧倒的に多い結果となったが、RPAと人工知能を混同
しているためと推測している。また、「分析・判断の高度化」を選択した自治体
は「事務時間の短縮を選択」した自治体と比較して20ポイント程度低くなって
いる。人工知能を判断・分析の高度化のために用いている事例も複数あるが、こ
れらの事例はあまり浸透していないものと推測する。

3 　‌�参考：日本都市センター第 6次市役所事務機構
研究会が実施したアンケート調査結果

　　（AIの取組みに関する設問を一部抜粋）

（ 1）調査対象：全国814市区
（ 2）調査期間：平成30年 6 月11日～平成30年 7 月13日
（ 3）回収方法：各自治体の企画部局に郵送。メール・FAXにて回収
（ 4）回 答 数：320市区/814市区（回収率：39.3％）

Ｑ．貴市ではAI（人工知能）に関する取組みを行っていますか。【単一選択】

1.9％

6.6％

29.4％

59.1％

3.1％

既に導入している
実証実験を行っている
取組みを検討・予定している
取り組む必要はない
無回答
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　取り組む予定はないと回答した自治体は約 6割に上る一方、取組みを検討・
予定との団体も 3割程度に上った。既に導入している自治体は1.9％とごく少数
に留まった。

参考：自治体の人口規模別クロス集計

20～30万
未満の市

0％

10～20万
未満の市
5～10万
未満の市
3～5万
未満の市
3万未満
の市

30万以上
の市

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％
既に導入している 実証実験を行っている
取組みを検討・予定している 取り組む必要はない 無回答

　人口規模が小さくなる程、AIへの取組み状況は減少傾向にある。但し、取組
みを検討・予定していると回答した自治体は人口規模が20万～30万人の団体が
最も多い結果となった。実証実験を実施している自治体は人口規模が30万人以
上の自治体が最も多かった。
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Ｑ．‌�AI（人工知能）に関する取組みを進めるうえでの課題は何ですか。【最大
3つまで選択】

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％
導入効果が不明

参考となる導入事例が少ない
取り組むための人材がいない又は不足している

取り組むためのコストが高額であり、予算を獲得することが難しい
何から取り組めばいいかわからない

人工知能の技術を理解することが難しい
実証や検証を行う連携先が見つからない

無回答
情報の収集・活用に関する個人情報保護等の制約

その他
住民・議会の理解を得られない、又は得られる見込みがない

特に課題はない

　「個人情報の制約」「住民・議会の理解」を課題に挙げる自治体が想定以上に
少ない結果となったが、これは導入段階まで至っている自治体が少ないためで
あると推測する。
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都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会
構成員名簿

� （2019年 3 月現在）

【座　長】
　大杉　覚　　首都大学東京法学部教授

【委員】
　後藤　省二　地方公共団体情報システム機構理事
　小林　隆　　東海大学政治経済学部教授
　松原　仁　　公立はこだて未来大学副理事長
　清水　雄大　姫路市市民局住民窓口センター主事
　中山　健太　宇城市総務部市長政策室参事

【講　師】
　青木　秀仁　Shamrock Records株式会社代表取締役
　村上　文洋　三菱総合研究所社会ICTイノベーション本部主席研究員
　田中　潤　　Shannon Lab株式会社代表取締役

【事務局】
　石川　義憲　日本都市センター理事・研究室長
　池田　泰久　日本都市センター研究室副室長
　早坂　健一　日本都市センター研究員
　釼持　麻衣　日本都市センター研究員
　黒石　啓太　日本都市センター研究員
　原　宏樹　　日本都市センター研究員
� ※ 敬称略・順不同
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都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会
研究会・現地調査　日程概要

研究会

第 1回研究会　日　時：2018年 6 月26日（火）10：00～12：00
　　　　　　　場　所：都市センター会館　603会議室

第 2回研究会　日　時：2018年 7 月31日（火）10：00～12：00
　　　　　　　場　所：都市センター会館　会議室　スバル

第 3回研究会　日　時：2018年 9 月27日（木）18：00～20：00
　　　　　　　場　所：都市センター会館　研究室内会議室

第 4回研究会　日　時：2018年11月13日（火）10：00～12：00
　　　　　　　場　所：都市センター会館　705会議室

第 5回研究会　日　時：2018年12月18日（火）10：00～12：00
　　　　　　　場　所：都市センター会館　705会議室

第 6回研究会　日　時：2019年 2 月19日（火）10：00～12：00
　　　　　　　場　所：ルポール麹町　真珠
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現地調査

千葉市　　　日　時：2018年 8 月30日　
　　　　　　調査者：後藤委員、事務局
　　　　　　調査先；市民局　市民自治推進部　広報広聴課

北区　　　　日　時：2018年 9 月 7 日　
　　　　　　調査者；後藤委員、清水委員、事務局
　　　　　　調査先；健康福祉部　介護保険課

泉大津市　　日　時：2018年10月 1 日
　　　　　　調査者；後藤委員、清水委員、事務局
　　　　　　調査先：総務部　市民課

豊橋市　　　日　時：2018年10月 9 日
　　　　　　調査者：大杉座長、事務局
　　　　　　調査先：福祉部　長寿介護課

港区　　　　日　時：2018年10月23日
　　　　　　調査者：中山委員、清水委員、事務局
　　　　　　調査先：総務部　情報政策課
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第 1回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2018年 6 月26日（火）10：00〜12：00
場　所：都市センター会館 ６階　603会議室
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、清水雄大 委員（姫路市）、中山健太 委員（宇城市）
　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、

釼持研究員、黒石研究員、原研究員

議事概要
　・‌�座長、委員及び事務局の紹介
　・‌�研究会の進め方に関する検討
　・‌�委員話題提供（清水委員、中山委員）
　・‌�調査研究に関する議論

1 ．研究会の進め方に関する方針
　（ 1）研究会のスケジュールについて
　・‌�次回（第 2回）研究会を 7月31日（火）に開催し、 2名のゲストスピーカより発表して
もらう。その後、論点や調査項目、現地調査地等についての議論を行う。

　・‌�1 年間の研究会設置期間中、計 6回の研究会、 6か所程度の現地調査、及びアンケート
調査を実施することを予定している。2019年 3 月には当研究会の報告書を刊行する。

　（ 2）参考資料の共有について
　・‌�研究会開催時以外にも逐一、委員間で参考資料を共有することができるよう、オンライ
ンストレージサービス等を利用する。第 2回研究会前に供用開始を予定。

2 ．姫路市・宇城市取組み報告
　（ 1）姫路市の取組みについて
　・‌�ビッグデータの分析システムを構築。住民基本台帳や国民健康保険業務等、業務によっ
て個々のシステムを運営してきたが、異なるベンダーのシステム間で情報連携を効率的
に行う環境が必要と考え、それらのデータベースを集約した統合データベース、統合宛
名データベースを構築した。この行政分析基盤を導入することで、住民レベルでの行政
サービスの利用状況や動きなどを可視化し、施策、事業の企画立案や、PDCAを情報面か
ら支援できるようにということを目的としている。

　・‌�行政情報分析基盤の活用事例として、例えば姫路市には27カ所出先の事務所があるが、市
内に27カ所もあれば利用率が低い事務所があったり、合併の関係で同じ地区に数カ所事
務所があったりする。人口減少社会において、現在と同じ質と量のまま公共施設や行政
サービスを維持するのは難しいと思われるため、施設の統廃合を進めていく中で、勘や
経験に頼るのではなく、データで根拠づけした上で意思決定をする必要がある。

　・‌�意思決定の際にこのシステムを利用することで事務所ごとの窓口の処理件数や、利用者
の分布、事務所利用者の町別の内訳等、それぞれの地区の特性やニーズをさまざまな視
点から分析することができ、また、分析結果をグラフや地図といった誰でも直感的に理
解できる情報でアウトプットできるため、意思決定を行う上での根拠を実際のデータに
基づいて提示できる。

　・‌�現在は人口分析に加えて保健、子育ての業務をユースケースに設定し、市の情報政策室
が作成したレポートを業務担当者が利用するという形をとっているが、最終的には、さ
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まざまな部署の担当者みずからがデータにアクセスし分析を行う形を想定している。
　・‌�狛江市の健康支援課が公表しているデータによると、課職員の 1日分の勤務時間のうち
問い合わせ業務に携わる時間が過半数を占めている。

　・‌�チャットボット導入により職員が問い合わせ対応に費やす時間を減らすことが出来ると
考えている。

　・‌�姫路市の職員はAIについて、人の振る舞いをするロボット、ドラえもんとかPepperくん
とか、そういった認識にとどまっている方が多いと感じている。

＜質疑応答＞
　・‌�匿名加工については基本的には不可逆変換によってそのものを特定できないようにして、
統計データとして利用するという手法をとっている。

　・‌�総務省の認めている、個人情報を含むデータをハッシュ化することによって匿名化を行
うというプロセスについて、一部の専門家からは、それではまだ不十分ではないかとい
うような指摘があるので引き続き検討が必要。

　・‌�個人情報のリスク評価については弁護士に依頼した。
　・‌�情報部門と外部有識者（弁護士）の協力が必要不可欠であり、現時点ではある程度規模
の大きい団体でなければ取り組めないのではないか。

　・‌�行政業務に関する問合せは例外事項が非常に多いが、それら例外事項を全て盛り込もう
とすると導入作業が非常に煩雑になってしまう。一方で、例外事項を盛り込まないと結
局役所の窓口に来てしまうことになるので、チャットボットにどこまで学習させるのか
線引きするのは難しいのではないか。

　（ 2）宇城市の取組みについて
　・総務省の業務改革モデルプロジェクトに宇城市の提案が採択された。
　・RPAとは、プログラミング言語やGUIを使用して構築したソフトウエアロボット。
　・‌�キーボード操作、マウス操作は自動化できると、画面の文字や図形判別も可能（異なる
アプリ間でのデータの受け渡し、多種多様なアプリの起動・終了、指定日時の実行等）。

　・RPAはみずから学習・判断することということは出来ない
　・RPAには設定型と開発型がある。
　・‌�設定型と言われているのは操作がしやすいように準備されたもので、自治体において導
入の検討が始まっている。一番の特徴は、設定作業が簡単にできるといったところであ
る。

　・‌�開発型は、最初からプログラミングを行って自動化させるものである。ただ、プログラ
ミングの知識に関しては、自治体の職員は持っていないので、プログラミングの部分に
ついては外注をする必要がある。

　・‌�RPA導入にあたって業務の棚卸を行った。担当課で簡単な作業の流れなどを作成したの
ち、民間企業の協力を得て簡単なフローを作成した。

　・‌�宇城市におけるRPA導入効果は、効率化可能時間については年間 2万2,654時間、人員換
算すると大体11.8人分という試算が得られた。

　・‌�ふるさと納税業務にRPA実証実験を行った。約349時間削減が可能という結論となった。
　・‌�一つの業務だけにRPAを導入してもあまり効果は得られない。複数の業務でかつ長く導
入することでメリットがあると思われる。

　・‌�RPA導入にあたっては手書きの書類をいかに減らせるかが鍵。
　・LGWAN系から個人番号系が繋がっていないので連携が必要。
　・ロボットを管理及び作業を確認する人が必要になる。



255

資料 ２　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　資料

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

＜質疑応答＞
　・‌�ふるさと納税業務にRPAを導入した理由として、①既に電子化されていた、②業務があ
る程度わかっていたこと等が挙げられる。

　・‌�同じシステムを使っている自治体と共同開発できれば初期費用を抑えることが出来るが、
自治体ごとに業務フローが違うのですり合わせ作業が必要となる。また、そもそも現場
で業務のフローが文書化されているところが非常に少ない。

　・システム間の連携が出来れば、税関係の業務でのRPA導入効果が期待できる。

3 ．調査研究に関する議論
　（ 1）論点メモについて
　・AI・RPA導入にあたっては業務フローの棚卸が必要。
　・‌�静的なデータによるパターン学習は行政のAI活用には向いておらず、利用可能な領域が
限定されている。動的データの利活用が行政におけるAI活用の中心になると予想する。

　・‌�行政が保有しているデータは大きいと考えがちだが実際はすごく小さいので、これだけ
をAIに学習させてあまり効果はない。そこで、民間にある個人情報をどのように使って
いくかが論点となる。中国では電子身分証を活用したプッシュ型の行政サービスを展開
しており、良し悪しは別にして極めて効率的に進めている。

　・‌�行政情報の今あるデータベースにとらわれると、AI活用の機会を失することになる。新
たな行政情報の収集、あるいは収集の仕方についても検討すべきである。

　・‌�論点メモについて、業務の見直し、改善ベースで考えるのは一つのあり方であるが、も
う一つAIが従来の行政のあり方を変えるものとしてどのようなものがあるか検討したい。

　・‌�AI・RPAの技術にあわせて、行政制度を変えていくような視点も必要。現行の制度とか
体制なりをピンで固定しておいてその中で議論するというやり方も勿論あるが、固定す
る点を少なくして、イメージを膨らませていきたい。

　・‌�窓口に来た人に対して、「こういう手続きも必要ですよ」というのをレコメンド出来るよ
うにしたい。

　・‌�例えば携帯情報と連携すれば、郵便局の窓口業務で役所の申請手続きが完了してしまう
ようになるかもしれない。

　・‌�行政のワークフローから考えがちであるが、住民の行動フローから考え、役所に来る必
要がないようにするモデルを想定することが必要。

　・‌�ある自治体では、保育園の中に赤外線カメラを設置しておくことにより、保育士は子ど
もの世話に集中することが出来るようになったという事例がある。

　・‌�木をドローンで撮影して病気の状態を林業者に渡すことによって、農政課が林業の調査
費を充てて調査する必要がなくなる。

　・‌�行政は紙の情報が多いので、まずは電子化することがAI・RPA活用のカギになる。
　・‌�携帯電話の機種変更は免許証一つ出せばものすごく膨大なデータが自動で入力されてい
て、あとはそこにサインするだけでよくなっている。もし、行政サービスにについても
これが可能だとすれば、窓口は不要になるかもしれない。

　（ 2）現地調査について
　・事務局で作成した現調査リストについて説明。

　（ 3）アンケート調査項目について
　・‌�各種調査研究機関で同種のアンケート調査が実施されているので、それらの結果も踏ま
えながら、調査先をある程度厳選して実施することを想定している旨を説明。

� （文責：事務局）
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第 2回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2018年 7 月31日（火）10：00〜12：00
場　所：都市センター会館 5階会議室　スバル
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、清水雄大 委員（姫路市）、中山健太 委員（宇城市）
　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、

釼持研究員、黒石研究員、原研究員
ゲスト：‌�青木秀仁（あおき　ひでひと）：Shamrock Records（シャムロック・レコード）株式

会社 代表取締役
　　　　‌�村上文洋（むらかみ　ふみひろ）：三菱総合研究所　社会ICT事業本部　主席研究員

議事概要
　・ゲストスピーカー話題提供（青木氏、村上氏）
　・調査研究に関する議論

1 ．ゲストスピーカー講演
　（ 1）Shamrock Records株式会社 代表取締役　青木秀仁　様
　　　 人工知能を利用した音声認識アプリ（UDトーク）について

　・‌�UDトークとは音声認識技術で話し言葉を文字にするサービスであり、既に実用化されて
いる。多言語への自動翻訳機能も実装している。

　・‌�QRコードを経由して、チャットのように文字をやり取りする機能もある。
　・‌�誤認識した箇所は人間が訂正することもできる。訂正した箇所は青くなる。日本語を訂
正すると同時に英語の方も青くなるので、語学の勉強にも役立つ。

　・‌�400団体が既に導入しているが、そのうち100団体は大学が占める（聴覚障がい者対応）。ま
たリピート率（全ユーザーのうちダウンロードしたアプリを複数回利用するユーザーの割
合）は 8割から 9割に達していると見込んでいる。

　・‌�ダウンロード数は約25万と推計している。
　・‌�一番多い用途は、企業で働く聴覚障がい者のコミュニケーション支援。
　・‌�音声認識技術で議会議事録を作成している自治体は200〜300程度に上っている。
　・‌�10年前にも音声認識を試みたが認識率が悪く一度諦めた。しかし、テクノロジーの進歩に
より、認識率は格段に向上した。

　・‌�音声認識したものを読み上げることも出来る。つまり、視覚障がい者の支援にもなる。
　・‌�英語の他複数の言語に翻訳することが可能。
　・‌�一対一の障がい者とのコミュニケーションにおいて、スキルが足りないのは自分の方だ
と気が付き、それをテクノロジーで補えないかと考えこのアプリを作った。従って、こ
のアプリは本質的には障がい者自立支援のツールではなく、話し手の方をサポートする
アプリである。

　・‌�社会課題はコミュニケーションの課題であり、技術によって解決可能であると考えてい
る。

　・‌�日本では「要望があったら対応」（自己申告が必要）、「マニュアルどおりの対応」（当事
者への事前ヒアリングをしない）、「特別な対応」という 3通りの対応が見受けられ、問
題ではないかと感じている。イベントで障がい者と張り紙が張ってある席に誰も座りた
いとは思わない。字幕を出すだけで、聴覚障がい者専用の席をつくる必要はなくなる。

　・‌�練馬区とは法人契約を行っている。練馬区では全域の公共施設でUDトークが使用可能と
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なっている。
　・‌�AI技術だけでなくそれを活用したサービスやアプリのインターフェースの研究にも注力
して欲しい。

＜質疑＞
　・‌�基本的には個人が無料で利用できるアプリ（一部有料利用あり）であるが収益はどこで
挙げているのか

　　⇒‌�法人契約における月額の使用料が収益になっている。法人契約は機密情報も含むため
月額制としている。一方で、無料利用分（個人用アプリ）で得たユーザーの利用デー
タをビッグデータとして活用し、機械学習に活かしている。

　・‌�3 年位前よりディープラーニングの技術を採用し、認識率が格段に向上した。

　（ 2）株式会社三菱総合研究所　主席研究員　村上文洋　様
　　　 データ活用で変わる社会―AI等の新技術の活用と行政サービスの改革―

　・‌�人口減少の社会の現実を直視する必要がある。
　・‌�少子化対策に関する政策を総動員して人口減少を食い止めなければ、国がなくなってし
まうという局面にいることをまずは理解しなければならない。

　・‌�AI等の新しい技術を使いましょうではなく、使って時間を稼ぐ。
　・‌�2011年の世界経済フォーラムでデータは新しい石油であるとの表現がされたが、これは非
常に良い例えである。

　・‌�行政におけるデータ活用のキーワードは「予測・予防」「マスから個」「民間サービス活
用」の 3つ。

　・‌�「予測・予防」については、犯罪予測サービスや、火災発生予測、フィンランドのEnevo
というごみ収集サービスなどがある。

　・‌�「マスから個」については、運転状況に応じて保険料を変える自動車保険のプログレッシ
ブ、呉市のジェネリック医薬品使用促進の取組み、石川県能美市の糖尿病の重病化予防
の取り組みなどがある。

　・‌�「民間サービスの活用」については、家計簿アプリ「Zaim」、アメリカの「yelp」（注：
ローカルビジネスレビューサイト）等の取組みがある。

　・‌�行政はもう自前主義をやめるべき。また、地域経営における自治体への依存度を下げる
ために、民間による地域の自助・共助を支えるためのICT活用が必要となる。

　・‌�既存の制度のままICTを活用しないことが重要で、デジタル化にあわせて制度や行政サー
ビスを抜本的に見直す必要がある。

　・‌�サービスデザイン思考がポイント（e.g.Amazon　GO）。
　・‌�三菱総研では行政情報標準化・AI活用研究会を立ち上げた。
　・‌�行政職員の生産性向上が必須。
　・‌�AI vs 人ではなく、AIを使う人 vs AIを使わない人。

＜質疑＞
　・‌�標準化を進め自治体が同じサービスを使えば、今のおそらく100分の 1くらいの費用で今
より良いサービスを使える。

　・‌�AIは利用者を増やさないと精度があがらないので 1の自治体でやるより100の自治体で
やった方が100倍速く便利になる。

　・‌�行政の窓口対応の内容（質問例や回答例等）を、例えばGoogleに頼んで解析すれば、精
度のよい回答は出ると思う。
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　・‌�自治体においては行政が保有する情報のみを使うことを前提にデータ利活用推進を考え
ている人が多い印象があるが、庁内データだけでなく自治体外部で収集・管理されてい
る個人情報や行動データも取り入れた方が効果的である。

　・‌�アメリカでは個人の安全を優先するので、プライバシー情報もどんどん使うのではない
か。

　・‌�オープンデータはメリットしかないのになかなか進まない。

3 ．論点について
　・‌�データの整備という概念があまり重要ではないと考える。WEB上に存在している情報を
行政で活用するという発想が大事。論点については「データの整備」ではなく、「データ
の活用」という表現で問題ないと思う。

　・‌�論点 4については、本日の話にあった「業務の標準化」を追加した方がよい。他方で、福
祉サービスの競争で各自治体による「上乗せ・横出し」の例があるが、地方独自の政策
が業務・サービスの標準化（単一の仕組み）を進める障がいにもなるので、どのように
形で独自性を発揮するデザインが望ましいかはよく考えるべき。

　・‌�AIの話に限らないが、行政制度の標準化や自治体の枠を超えた自治について検討する際、
地方自治における独自性はどうなるのか考えなければならない。

　・‌�住民の行政への依存度を下げて、いかに地域を持続させるかを考えなければならない。
　・‌�サービスデザインの観点も必要。

4 ．その他
　・‌�海外のAI活用事例を考えるとき、文化や制度、その他バックボーン等を考慮する必要が
ある。

　・‌�行政がAIを開発している企業との交流の場を提供していくべきではないか。
　・‌�ユースケースリストについて、火災が発生したときの適正人員の判定については、AIと
の相性がよさそうなのでぜひ追加して欲しい。

　・‌�AIを導入するときの障壁や制度的な問題も整理した方がよい。
� （文責：事務局）
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第 3回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2018年 9 月27日（木）18：00~20：00
場　所：都市センター会館 8階　研究室内会議室
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、松原仁 委員（公立はこだて未来大学）、清水雄大 委員（姫
路市）、中山健太 委員（宇城市）

　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、
釼持研究員、黒石研究員、原研究員

議事概要
　・委員話題提供（後藤委員）
　・現地調査報告
　・アンケート調査結果の報告（都市センター：市役所事務機構に関する研究会実施分）
　・アンケート実施案の検討
　・調査研究に関する議論

1 ．委員話題提供
　（ 1）後藤委員からの話題提供
　・‌�総務省の自治体戦略2040構想研究会が昨年から開催されている。
　　‌�この研究会の第一次・第二次報告で自治体の情報システムや具体的な業務の標準化に言
及され注目が集まっている。

　・‌�人口減少等が進む中で、従来の半分の職員数でも自治体が本来担うべき機能を発揮でき
るような仕組みが必要であり、そのためにはAIやロボティクス等の技術を活用して業務
の自動化・省力化を実現するスマート自治体への転換が必要であると同研究会の第二次
報告の中で述べられている。また、その前提として、自治体行政の標準化・共通化を図
ることが重要であり、そのためには標準化された共通基盤の導入等の重複投資をやめる
ためのスキーム作りや段階的な標準化・共通化の実施が求められ、それらに対処するに
は新たな法律の整備が必要となるということも示されている。

　・‌�株式会社三菱総合研究所が昨年の 6月頃から「行政情報標準化・AI活用研究会」を設置
した。

　・‌�情報の標準化に関しては、経済産業省が昨年より「官民データの相互運用性の実現に向
けた検討会」を実施。

　・‌�経済産業省の外郭団体である情報処理機構（IPA）において、用語・項目の標準化が議論
されている。その次の段階として「ロジックの標準化」が必要であり、これらが整って
初めてAIやRPAの活用が可能となる。

　・‌�今年 7月にデジタル・ガバメント閣僚会議の第 2回会合が開催され、「デジタル・ガバメ
ント実行計画」が改定されたが、この中で地方公共団体における地域情報プラットフォー
ム準拠製品の導入及び中間標準レイアウトの利用の促進について言及している。

　　‌�地域情報プラットフォームは団体内の異なる業務に関する複数システム間で利用される
データの標準化に、中間標準レイアウトは業務システム更改の際データ移行を行う場合
のデータ標準化にそれぞれ用いられている。現在、両レイアウトは原則的に整合を図っ
ている。

　・‌�戸籍・児童手当などの法定受託事務は業務の標準化が容易であると思われる。他方、自
治事務については自治体ごとに取扱い、処理が個別化しやすい。自治事務でも事務手続
きの詳細まで国において案を示すことが必要になる。
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（ 2）質疑応答・意見交換
　・‌�民間企業はお金を出せばデータの使用は割と容易であるため、民間データにより個人を
特定し行政サービスを提供していくことが可能であると感じている。

　・‌�個人の認証について、一昔前までは行政が行うのがベストで、民間企業が行っているも
のは信頼性に欠けるという印象があったが、近年は逆転とまでは言わないが民間企業の
認証精度はかなりよくなっている。

　・‌�日本だけ認証に手間取ると、海外から精度のよいシステムが入ってきたときにそちらに
全部取られてしまう危険性がある。

　・‌�国籍などのように、行政が把握している個人情報よりもビッグデータを解析した方がよ
り本人の実態が見えると言うことが起こり始めている。

　・‌�民間事業者による本人確認が広がりを見せているのは確かだが、信頼性に疑問が残る。か
つて銀行が無審査で口座開設に応じていた時代もあった。戸籍や国籍に係る根本的な行
政事務のあり方を考え直すべき時代になったのは確かだと思うが、依然として公的な個
人認証は必要ではないか。

　・‌�認証については、行政の認証は厳密性に欠けている部分があるのでその点をAIを取り入
れるという話と、行政と民間の認証が同じで良いのかという話があり分けて考える必要
がある。

2 ．現地調査報告
　（ 1）千葉市の取組みについて
　・‌�千葉市では道路の損傷、公園の破損を発見した際に、スマホで撮影し市に報告する「千
葉レポ」というシステムを導入・運用している。

　・‌�東京大学より、千葉レポに投稿された道路の画像データを解析すれば、道路の損傷の有
無、修理の必要性の有無を自動で判別できるようになる可能性があるとの提案を受けた
ことがきっかけで、実証実験を実施することになった。

　・‌�現在は 9割程度の精度で修繕の必要性の有無を判断することが可能になっている。
　・‌�誤判定の主な原因は、市内の土木事務所間で判断基準が統一されていないことであると
分析されている。

　・‌�ガードレール、標識の損傷や、路上までのびた街路樹など認識対象を拡大していく予定
である。

　・‌�市内で損傷の判断基準の統一化、土木事務所ごとに教師データを学習させることも検討
している。

　・‌�業務の削減効果は今のところ限定的である。判断基準が可視化されたことが一番の成果
であると分析する。

　・‌�千葉市は政令指定都市ということもあり、管理する道路の範囲がかなり広いことが特徴。

　（ 2）北区の取組みについて
　・‌�ベテラン職員の異動により業務に精通する職員がいなくなった。その点をシステム事業
者に相談したところ、実証実験の提案を受けた。

　・‌�介護事業所は 6年に一回の調査が義務付けられているが、その期間にすべてを調査する
のは不可能な状況。従って、指導が必要な事業所を優先的に調査すべきであるが、その
ような事業所を見抜くには経験が必要である。

　・‌�公務員の世界では定期的な異動があり、そのような環境の中で業務のノウハウを蓄積す
る方法としてAIシステムに着目した。

　・‌�適正な介護事業所のデータと指導監督が必要となった事業所のデータを機械学習させて
モデルを構築。
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　・‌�最新のモデルでは 9割以上の精度を出している。
　・‌�今回の実証実験で扱ったのは、あくまで人間の判断にどれだけ一致させるかというシス
テムであり、実際に指導が必要な事業者であったか否かまでは分析できていない。

　・‌�今回実証実験を行ったシステムは、あくまでも精度を上げるためのものであり、システ
ム導入によって業務量が減るものではないことは理解する必要がある。

　・‌�個人が特定できる情報はすべて除外して、ベンダーに提供した。
　・‌�AIシステム導入の際は、どれだけ人件費が削減できるのかという話になりがちであるが、
北区の取組みのように費用対効果だけではなく、市民の利便性にも重きをおいた判断が
求められる。

3 ．アンケートについて
　（ 1）アンケート結果（市役所事務機構に関する研究会実施分）
　・‌�クロス集計について一番人口の多い自治体の階層を30万人以上としているが、50万人位
で区切った方がいいかもしれない。

　・‌�AIというものが何なのかがあまり浸透していないのが見て取れる結果となった。
　・‌�首長宛向け研修や勉強会を実施して、首長がAIについての意識を変えることが重要。
　（ 2）アンケート案の検討（当研究会実施分）
　・‌�ビッグデータの活用とAIがイコールになっていない現状がある。
　・‌�「どのデータを分析するか」との設問については、人工知能の定義をきちんと明記した方
がよい。

4 ．調査研究に関する議論
　・‌�AIを用いたデマンド型交通の実証実験は前橋市でも行っているが、長久手市が現在実施
中なので、そちらを調査した方がよい。

　・‌�ユースケースリストについてはAIと一口に言っても、ルールベース型のものからディー
プラーニングまで様々であるのでその辺りを区別しておいた方がよい。

5 ．その他
　・‌�次回（第四回）研究会の内容
　　小林委員に話題提供をして頂く。
　　ゲストスピーカーにユースケースリストの解説をして頂く。
　　アンケート調査を実施し、次回結果を報告する。
� （文責：事務局）
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第 ４回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2018年11月13日（火）10：00～12：00
場　所：都市センター会館 ７階　705会議室
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、松原仁 委員（公立はこだて未来大学）、清水雄大 委員（姫
路市）、中山健太 委員（宇城市）

　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、
釼持研究員、黒石研究員、原研究員

ゲスト：田中潤（たなか　じゅん）：Shannon Lab株式会社 代表取締役
※松原委員はスカイプでの参加

議事概要
　・ゲストスピーカー話題提供（田中氏）
　・委員話題提供（小林委員）
　・アンケート調査結果報告
　・現地調査結果報告
　・調査研究に関する議論

１ ．ゲストスピーカー講演　
　Shannon Lab株式会社　代表取締役　田中潤　様
　AI時代の行政

　＜はじめに＞
　・‌�人工知能は研究段階、実用段階、儲かるレベルの三段階がある。人工知能に限らず世の
中のほぼすべての製品はこの段階を踏んでビジネスになっている。

　・‌�「人工知能で○○が出来る」と言った議論をする場合、「研究レベル」、「実用レベル」、「儲
かるレベル」は同じ「出来る」と言っても全く別の次元であるため、厳密に区別して論
ずる必要がある。

　・‌�日本の人工知能は大雑把に言って研究段階と実用段階の間にあるのが実情。アメリカと
比較すると ２年～３ 年程度遅れている印象がある。

　・‌�人工知能導入の原則として、やりたいことを明確にしたのちデータを準備することから
始めることになる。なおデータがない場合はつくるか買う必要がある。

　＜ユースケースリスト解説＞
　・ごみ収集の効率化な巡回：セールスマン巡回問題と呼ばれる研究分野である。
　・‌�音声認識：ディープラーニングのおかげでかなりの精度が出るようになっており、 ２～

３年で認識率は99％まで達すると見込んでいる。但し、電話の音声認識の実用化はまだ
まだ先の話である。

　・‌�問い合わせの回答：チャットボットの分野で進んでおりかなり実用化が進んでいるが、大
量のQ＆Aを用意する必要があるため、儲かるレベルには達していない。

　・‌�紙の情報の文字認識：相当進んでおり既に実用レベルに達している。但し、精度が92％
から95％という微妙なラインであり機械に完全に任せるレベルには達していない。

　・‌�文章の要約：人が読めるレベルという条件であれば既に実用レベルに達している。他方、
本当に意味が正確にとれるレベルとなると現状難しい。

　・‌�人事系：第二次ブームのころから研究がされつくされている。従ってあえてディープラー



263

資料 ２　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　資料

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.

ニングを使わなくても、昔ながらの重回帰分析等を使った方がよさそうである。
　・‌�メールの文面からの不正検知：かなり研究がされており実用レベルには達している。不
正のやる人の傾向はメールの文章から特徴をとることが可能である。　

　・‌�訴訟結果の予測： アメリカでは70％の精度で予想できたとの結果もあるようだが、日本
では50％を下回ると思われる（アメリカは過去の判例に基づいて裁判が行われるが日本
はそこが曖昧となっているため）

　・‌�条例に矛盾があるかないかの判別：日本語では非常に困難であり英語でもあまり良い精
度は出ないであろう。

　・‌�統計データの説明文作成：英語では既に可能となっている。日本語でも不可能ではなさ
そうであるが、事例はあまり聞かない。

　・‌�申告漏れの可能性がある対象者の抽出：実用レベル。
　・‌�航空写真による農地・宅地・雑種地等の分類：実用レベル。
　・‌�滞納者の予測：実用レベル。
　・‌�議会答弁の自動作成：文章の生成については困難。

＜質疑応答・意見交換＞
　・‌�火災の規模や風向等から広がりを予想するのは可能か
　　⇒‌�このような研究はあまりされていない。まずは大学と連携して共同研究していくのが

いいだろう。
　・‌�間違った判断をしても被害が少ないので、アラート系は人工知能と相性がよい。
　・‌�ディープラーニングはテキスト間の特徴をとっているため、論理構造がまだとれていな
い。

２ ．委員話題提供
　（ 1）小林委員からの話題提供（AI時代の行政）
　・‌�日本のAI利用は小さなデータを対象とした使い方が非常に多い。
　・‌�企業が情報を大量に収集し、その結果個人を識別し便利な情報を返してくれるというこ
とが当たり前に行われている現状を認識する必要がある。

　・‌�RESASなどの便利なモデルがあるにもかかわらず、自治体職員が有効活用できていない。
　・‌�中国のインターネットの大手 ３社というのは政府と極めて密接につながっている。この

３社がした提案が、実現されるケースが多々ある。（例：Alipay（アリペイ／支付宝）や
テンセントの二次元バーコードの通貨等）

　・‌�日本の場合は、個人情報の活用にネガティブなイメージがあるため行政は個人情報の利
用を積極的に行っていない。しかしながら、民間企業では相当に行われており、積極的
に活用していないのは行政のみという状況である。

　・‌�中国にも日本のマイナンバーカードと全く同じようなIDカードが存在するが、中国では
これがなければホテルにも泊まれず航空券も買えない。

　・‌�中国では個人情報を分析することによる信用ランク付けが盛んにおこなわれている。
　・‌�機械学習は人間の小脳をモデルにパターン認識を行っている。
　・‌�古いデータに依存しないで、新しいものを創造していくことが、これからの自治体職員
に求められている。

　（ 2）質疑応答・意見交換
　・‌�中国では個人情報の売買が前提にあるため、公的な証明とデータとを連携させた方が国
民の安全が守られると考えられている。

　・‌�中国では民間企業からの政策提案を踏まえて行政が動くとことが多く、行政側から新し
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い枠組みを提案するケースはほとんどないように思う。
　・‌�日本ではマイナンバーカードの交付業務において、運転免許書などの本人確認書類がな
い住民はカードを受け取ることが出来ない等、個人情報の保護に躍起になりすぎて行政
サービスを受けられないことがあるので、中国の例を参考にし個人情報の活用に梶を切
るべきであると感じる。

　・‌�マイナンバーカードの交付の際に免許証の顔写真を目視で確認して交付している実情を
考えると、（日本は）どこがセキュリティがしっかりした国なのかと疑問を感じる。

　・‌�携帯電話の契約事務においては、免許証を提示すればカードリーダーで読み込み、サイ
ンするだけで契約できるような仕組みがあり、このような仕組みを行政にも取り入れる
べきであると考える。

　 ３．アンケート調査結果報告
　・‌�人工知能を導入若しくは検討している自治体は年々増加傾向にある。
　・‌�人工知能を導入・実証実験を行った自治体の具体的事例については、チャットボットが
約半数を占める。続いて、音声認識による議事録作成が ４分の １程度であり、これらを
２つを合わせると ４分の ３程度に達する。

　・‌�今後 2年～ 3年というスパンにおいては、AIよりもRPAへの期待が大きい傾向がある。
　・‌�AI解析に用いたデータについては、「未定」、「検討していない」との回答が ８割程度を占
める。

　・‌�「行政機関が保有するデータ以外を使用しようとしている」と回答した自治体に電話で調
査したところ、行政のデータだけでは限界を感じるのでNTTやグーグル等のデータの使
用を想定しているとの回答があった。

　・‌�人工知能に期待することとして、「事務時間の短縮」との回答が最も多かった。

＜質疑応答・意見交換＞
　・‌�行政が保有するデータだけでは限界を感じるとの回答があったが、ビッグデータの活用
について真剣に考えていけば自然とこのような考えに行きつくのであろう。

　・‌�宇城市では外部のデータを使いながら効率化に役立てるという、非常に積極的な活用を
しているが、本来はそのような使い方をしなければならないと感じる。

４ ．現地調査結果報告
　〇大阪府泉大津市：AIによる戸籍事務の回答支援業務
　・‌�学習データについては、富士ゼロックスのサポートデスクに蓄積されたF&Q等を利用
　・‌�質問したい項目を単語入力すると、回答例が出力される。
　・‌�システムを使用した職員より、回答の精度については改善の余地があるとの意見があっ
た。

　・‌�戸籍業務はパターンが複雑であり、それ故思うような精度が出ていないため、今後は対
象業務を絞ることも検討している。

　〇愛知県豊橋市：AIによるケアプランの作成支援業務
　・‌�過去に改善が見られたプランとそうでないプランを教師データとして学習させ、システ
ムを構築した。

　・‌�要介護認定項目に沿って対象者の心身状態について人工知能システムに入力することで、
おすすめするケアプランを導出してくれる。

　・‌�利用者のアンケート調査によれば、良かった面として「感情に左右されない客観的なプ
ランが示せた」、「いつもと違うパターンが示せた」等が挙げられていた。他方悪かった
面として「家族への説明が難しかった」等の意見があった。
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　〇東京都港区：AI-OCRによる手書き文字の認識
　・‌�手書き文字を読み取るものとして以前からあったものであるが、ディープラーニングの
技術により精度が格段に向上した。

　・‌�認識率は ９割程度であるが対象によって変化する（例：数字：ほぼ100％、氏名：９割未
満等）

　・‌�区のコミュティバスの無料乗車券の交付申請書の読み込みを行い、申請者の特定に使用
している。

　・‌�プライバシーポリシーにより、個人情報を扱うことからクラウド上のシステムが使えず、
導入費用が高額になるとの懸念がある。

　・‌�他の分野への導入について随時検討を進めている。

＜質疑応答・意見交換＞
　・‌�戸籍業務は非常にパターンが多いので、（AIによる回答支援業務の）最初の事例として適
しているか否かは疑問が残る。

　・‌�介護保険の場合は必ず判定会議を実施するはずであるが、判定会議の結果とAIの判定と
の関係を確認して欲しい。

５ ．調査研究について
＜AIの定義について＞
　・‌�AIの定義については配付資料のレベル ３は入れるべきだし、レベル ２も入れた方がいい
と考える。機械学習とルールベースのどちらを採用するかについては、対象によって適
宜判断されており、レベル ２の人工知能は現在も現役であり立派に人工知能である。

　　‌�レベル １を含めるとITとの区別がつかなくなるので、今回はレベル ２以降を人工知能と
すべきであろう（配付資料 ５：事務局案の ２）。

＜AIと法律について＞
　・‌�法律に関する論点については、有識者にヒアリングを実施しコラム形式でまとめること
とした。

＜その他＞
　・‌�AIで判断する業務を「業務の委託」として捉えるか、「サービスの利用」と捉えるかにつ
いて、自治体間で認識が分かれている。個人情報の処理を外部に委託していると捉える
と、法令上の制限が係る一方で、委託ではなくサービス利用と捉えれば、審議会にかけ
ずに個人情報を利用できているケースがある。

　・‌�個人情報保護条例による制約が必要な業務とそうでないものとを整理したい。
　・‌�一般的に、行政機関が保有しているデータを民間企業に渡したら、適切に管理されず危
険であるとの認識があるように思う。

　・‌�AIを含めてシステムはすべて行政外部に存在するので、行政による制度設計は困難であ
る。

　・‌�行政職員が個人情報の利用範囲について、きちんと外部に説明できない状態にあるのが
問題である。

� （文責：事務局）
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第 ５回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2018年12月18日（火）10：00～12：00
場　所：都市センター会館 ７階　705会議室
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、松原仁 委員（公立はこだて未来大学）、清水雄大 委員（姫
路市）、中山健太 委員（宇城市）

　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、
釼持研究員、黒石研究員、原研究員

議事概要
　・委員話題提供（松原委員）
　・報告書に関する議論
　・骨子案の読み合わせ
　・内容調整

１ ．委員話題提供
　（ １）松原委員からの話題提供（未来AI研究センターと未来シェア）
　・‌�未来AI研究センター（松原委員が代表取締役）を設立し企業との共同研究等を行ってい
る。ここでは、漁業、農業等様々な分野を取り扱っているが、本日は交通について取り
上げる。

　・‌�交通分野では「リアルタイム乗り合い」サービス提供を目指している。これはバスより
便利でタクシーより安いサービスであり、必ずしも車を所有する必要はなくなり、自治
体にとっても補助金を減らせるというメリットがある。なおこのサービスをSAVS（Smart 
Access Vehicle　Service）と呼んでいる。

　・‌�SAVSは、スマホアプリによってタクシーのように乗りたい時に呼ぶことが出来る。
　　‌�マルチエージェントシステム（AIの一分野）により、車の割り当てを瞬時に行うことが
可能になった。

　・‌�人の移動に加えて物の移動や、病院等様々なサービスや自動運転との連携も考えている。
　・‌�導入の初期投資としてはタブレット数台あれば可能である。
　・‌�様々なシュミレーション結果があるが、過疎地や大都市では効果が高い。
　・‌�Uberとの違いについては、Uberは、基本的にはドライバーと乗客の利益を最適化するが、
SAVASは全体最適を目指しているものである。

　・‌�料金体系については各種試行錯誤中であるが、一つの案として台湾等で導入されている
定額制度等を考えている。また、利用者にアンケートを実施しており、これらの結果を
踏まえつつ料金制度を検討する。

　・‌�SAVSの導入にあたっては、実証実験を実施しようとした際、タクシーやバス会社などと
の利害関係者の調整に苦労したことがあった。

　（ ２）質疑応答・意見交換
　・‌�SAVS導入にあたっては、利害関係者の調整が非常に大変なので、そのまとめ役を地元の
自治体で行っていただければと考えている。

　・‌�人口規模 ３万以下、及び10万以上の都市の大半はSAVSが有効になりつつある。
　・‌�分析がまだまだ不十分であるため、IoT、AIを使いながらデータを収集して適切な公共交
通のあり方を検討したい。

　・‌�ユーザーインターフェースとして音声の指示や応答についても現在検討中である。
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２ ．報告書に関する議論
　・‌�人工知能、AIについては「AI」で表記を統一する。
　・‌�AIにRPAを含まないこととする。以前はRPAとAIを一緒に論じていたが、現在は区別す
るケースが多い。

　・‌�時間軸（例：30年後）と共に、行政の将来のあるべき姿についても提言としてまとめた
方がよい。

　・‌�オープンデータすら、十分浸透していない中でその先の話をすることが果たして有益か
どうかは慎重に考えたい。

３ ．委員補足説明（後藤省二委員）
　・‌�都市自治体がAIシステムを利用する場合に、「委託」若しくは「サービス利用をする」と
いう考えがあり、これらの性質を整理した。

　・‌�クラウドサービスにおいては、データの保管や変更はユーザーの責任において行うとい
う契約になっている場合が多い。また、ソフトウェアについてもその責任は利用者に帰
すというケースが目立つ。

　・‌�地方自治法では歳出を28の節に分類しており、その歳出がどの節に当てはまるかについ
ても意識する必要がある。

　・‌�個人情報保護の観点で言えば情報の管理主体が問題になる。クラウドサービスの場合は
データがどこにあるかも不明確で、国内法が適用されるか否かについてもあいまいな
ケースが多い。

　・‌�クラウドサービスを使うにあたっては、サーバーにデータを残すか否かもポイントにな
る。

４ ．事務局補足説明
　・‌�総務省で非識別加工情報の取扱いについての研究が行われている。その研究会の案によ
れば、行政機関が民間企業に情報提供する場合、作成組織という別の組織を立ち上げて
そこで非識別加工化を行うことを想定している。

　・‌�非識別加工に関する条例の制定状況については、一部の県及び町が制定しており、都市
自治体（市区）については １市のみとなっている。

＜意見交換＞
　・‌�非識別加工情報と匿名加工情報の違いが分かりにくいのできちんとした整理が必要であ
る。

　・‌�k-匿名化という手法で匿名化することによって、一定の統計分析には有効に活用できるが、
匿名化により失われる情報量も多く正確な分析が出来るか否かについては課題がある。

� （文責：事務局）
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第 6回　都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会　議事概要

日　時：2019年 2 月19日（火）10：00～12：00
場　所：ルポール麹町　真珠
出席者：‌�大杉覚 座長（首都大学東京）、後藤省二 委員（地方公共団体情報システム機構）、小

林隆 委員（東海大学）、松原仁 委員（公立はこだて未来大学）、清水雄大 委員（姫
路市）、中山健太 委員（宇城市）

　　　　‌�（事務局：日本都市センター）石川理事・研究室長、池田研究室副室長、早坂研究員、
釼持研究員、黒石研究員、原研究員

議事概要
　・報告書に関する議論
　・その他

１ ．報告書に関する議論
　（ 1）各執筆者の原稿及び全体構成について
　・‌�座長及び委員にあらかじめ提出いただいた原稿案をもとに、全体で議論を行った。
　・‌�報告書の構成・順序については座長一任とすることとした。
　（ 2）報告書のタイトルについて
　・‌�事務局案をもとに検討を行い、主題は「AIが変える自治体の未来」とすることとした。
　・‌�副題については座長一任とすることとした。

2 ．その他
　・‌�研究会での議論。調整を踏まえ、原稿の加筆・修正を行い、 2月19日までに事務局に提
出する。その後 2回の執筆者校正を経て、 3月末の校了を目指す。

　・‌�用語について、統一の必要が生じた場合は事務局より各執筆者に対して個別に相談する
ものとする。

� （文責：事務局）
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ナンスと公民連携』（2018年、共著、日本都市センター）ほか。

後藤　省二
地方公共団体情報システム機構理事
　1978年三鷹市入庁。福祉部社会課を経て企画部情報化対策室（現・情報推進
課）へ。同室長、市民部調整担当部長（兼・市民課長事務取扱）、企画部ユビキ
タスコミュニティ推進担当部長、健康福祉部調整担当部長、企画部地域情報化
担当部長、生活環境部理事（株式会社まちづくり三鷹派遣）を経て、2014年同
市退職。2014年10月株式会社地域情報化研究所設立。2018年 4 月より現職。

松原　仁
公立はこだて未来大学副理事長
　東京大学工学系研究科情報工学専攻博士課程修了（工学博士）。通産省工技院
電子技術総合研究所（現産業技術総合研究所）勤務を経て現職。専門は人工知
能。著書に「AIに心は宿るのか」、「スマートモビリティ革命」（編著）など。人
工知能学会（元会長）、観光情報学会（前会長）、情報処理学会（元理事）など
に所属。
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